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20～64歳
74.7％

(平成22年)
<74.8％>

(平成23年)
80%

15歳以上
56.6％

(平成22年)
<56.6％>

(平成23年)
57%

20～34歳
73.7％

(平成22年)
<74.2％>

(平成23年)
77%

25～44歳女性
64.9%

(平成18年)
<66.8％>

(平成23年)
73%

60～64歳男女計
52.6%

(平成18年)
<57.1％>

(平成23年)
63%

10.8%
(平成18年)

9.4%
(平成22年)

（10.0％（平成20年）から）
５割減

〇

33.6%
(平成19年)

43.6%
(平成23年)

100% 〇

[13.8]%
（平成22年）

[20.5]%
（平成23年）

29% 〇

×

正社員
46.2%

(平成17年)
43.8%

(平成22年)
70%

非正社員
23.4%

(平成17年)
19.3%

(平成22年)
50%

〇

注１　本図表は、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）レポート」に基づき作成した。
注２　[ ]内の割合は、岩手県、宮城県及び福島県（被災３県）を除く全国の結果、< >内の割合は、被災３県について総務省が補完的に推計した値である。
注３　時間当たり労働生産性の推計に必要な「国民経済計算」、「労働力調査」、「毎月勤労統計調査」のうち、「毎月勤労統計調査」は、岩手県、宮城県及び福島県の被災３
　　県を中心に、平成23年３～５月値について東日本大震災の影響による影響が出ている可能性がある。
注４　平成22年から、調査対象が「農林業、医療・福祉業、教育・学習支援業、サービス業を除く従業員数30人以上の企業」から、「農林業を除く従業員数30人以上の企業」に
　　変更されている。
注５　平成19年から、調査対象が「本社の常用労働者が30人以上の民営企業」から「常用労働者が30人以上の民営企業」に変更されている。
　　　（参考）平成18年以前の調査方法による値は、平成20年は平均取得率48.1％、平成21年の平均取得率は48.2％、平成22年は49.3％である。
注６　第14回出生動向基本調査（夫婦調査）より作成。第12回～第14回調査の当該第１子が１歳以上15歳未満の子を持つ初婚どうし夫婦について集計。内閣府試算値から、第1
　　4回出生動向基本調査（夫婦調査）の公表値に変えたため、レポート2010時の値と異なっている。

  ※  行動指針策定時比の凡例
　  〇：行動指針策定時（平成19年12月）等より改善
　  ×：行動指針策定時（平成19年12月）等より悪化
　  －：行動指針策定時等と比較困難なもの

⑫保育等の子育てサービスを提供している割合

数値目標設定指標の動向

⑩自己啓発を行っている労働者の割合

Ⅲ 多様な働き方・ 生き方が選択できる社会

55% -

保育サービス
（３歳未満児）

20.3％
(平成19年)

24.0％
(平成23年)

44％
（平成29年度）

21.2％
(平成22年)

40％
（平成29年度）

放課後児童クラブ
（小学1～3年）

19.0％
(平成19年)

⑨短時間勤務を選択できる事業所
の割合（短時間正社員制度等）

⑪第1子出産前後の女性の継続就
業率

38.0%
(平成17年～21年)

〔注６〕

〇

2時間30分

⑬男性の育児休業取得率
0.50％

(平成17年)
1.38％

(平成22年)
13%

⑭６歳未満の子どもをもつ夫の育
児・家事関連時間

１日当たり60分
(平成18年)

67分
(平成23年)

〇

700万人
（平成27年）

〇

④労働時間等の課題について労使
が話し合いの機会を設けている割
合

40.5
(平成22年)

〔注４〕

 46.3%
(平成23年)

〔注４〕
全ての企業で実施 〇

⑥年次有給休暇取得率
 46.7

(平成19年)
〔注５〕

 48.1
(平成22年)

〔注５〕
70% 〇

⑧在宅型テレワーカー数
320万人

（平成22年）
490万人

（平成23年）

最新値等
行動指針
策定時比

①就業率

Ⅰ 就労による経済的自立が可能な社会

行動指針策定時
(平成19年12月)等

目標値
（平成32年）

実質GDP成長率に関する目標
（２％を上回る水準）より高
い水準

×
②時間当たり労働生産性の伸び率
（Ⅱ、Ⅲにも関わるものである）

⑦メンタルヘルスケアに関する措
置を受けられる職場の割合

⑤週労働時間60時間以上の雇用者
の割合

                  　　1.3％
(平成14年度～23年の10年間平
均)
              　　〔注３〕

                  　 　1.6%
(平成８年～17年度の10年間平
均）

Ⅱ 健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会

③フリーターの数
183万人

(平成22年)
〇

　　　　　　　　　　187万人
(平成18年)(15年度にピークの
217万人)

               　　 124万人
※ﾋﾟｰｸ時で約半減
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指標①「就業率」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標②「時間当たり労働生産性の伸び率」 

 

指標③「フリーターの数」 

 

 

 

指標④「労働時間等の課題について労使が話し合い

の機会を設けている割合」 

 

 

各数値目標設定指標の推移 

（備考） 

１．総務省「労働力調査」より作成。 

２．就業率とは、15 歳以上人口に占める就業者の割合である。 （備考） 

１．【内閣府「国民経済計算」】〔連鎖方式〕、【総務省「労働力

調査」】〔年度平均〕、【厚生労働省「毎月勤労統計調査」】〔5

人以上事業所〕より作成。 

２．実質 GDP は、四半期別 GDP2 次速報（平成 23 年 6 月 9 日

公表）による。 

３．「時間当たり労働生産性＝実質 GDP／（就業者×総労働時

間）」から対前年度増減率で表示すると、「時間当たり労働

生産性増減率（③）＝実質 GDP 増減率（④）－（就業人口

増減率（②）＋総労働時間増減率（①））」となる。 

４．東日本大震災の影響により「国民経済計算」、「労働力調

査」、「毎月勤労統計調査」それぞれの 2011 年 3月値におい

て、被災地 3 県（岩手県、宮城県、福島県）の取り扱いが

違うため、2010 年値については時間あたり労働生産性の年

度値の推計が困難なことから、すべて暦年値を掲載してい

る。 

（備考） 
１．総務省「労働力調査」より作成。 
２．数値は、男性は卒業者、女性は卒業で未婚の者のうち、

①雇用者のうち「パート・アルバイト」の者、②完全失業

者のうち探している仕事の形態が「パート・アルバイト」

の者、③非労働力人口のうち希望する仕事の形態が「パー

ト・アルバイト」で家事も通学も就職内定もしていない「そ

の他」の者の合計。 

（備考） 

１．厚生労働省「労働時間等の設定の改善の促進を通じた仕

事と生活の調和に関する意識調査」より作成。 

２．2009 年以前の調査対象：「農林業、医療・福祉業、教育・

学習支援業、サービス業を除く従業員数 30 人以上の企業」

2010 年以降の調査対象：「農林業を除く従業員数 30 人以上

の企業」 
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指標⑤「週労働時間 60 時間以上の雇用者の割合」

 

指標⑥「年次有給休暇取得率」 

 

 

指標⑦「メンタルヘルスケアに関する措置を受けら

れる職場の割合」 

 

指標⑧「在宅型テレワーカーの数」 

 

 

１．総務省「労働力調査」により作成。 
２．数値は、非農林業雇用者（休業者を除く）総数に占める

割合。 

（備考） 
１．厚生労働省「就労条件総合調査」より作成。 

２．2006 年以前の調査対象：「本社の常用労働者が 30 人以上

の民営企業」 

→ 2007 年以降の調査対象：「常用労働者が 30 人以上の民営

企業」 

（参考） 

2006 年以前の調査方法による 2007 年の平均取得率 47.7％、

2008 年の平均取得率 48.1％、2009 年の平均取得率 48.2％、

2010 年の平均取得率 49.3％

（備考） 

１．厚生労働省「労働者健康状況調査」より作成。 

２．数値は、10 人以上規模事業所における「心の健康対策（メ

ンタルヘルスケア）に取り組んでいる」と回答した事業所

割合。 

（備考） 

１．国土交通省「テレワーク人口実態調査」による。 

２．在宅型テレワーカーとは、以下の A．B．C．D．の 4 つの

条件をすべて満たす人で、自宅を含めてテレワークを行っ

ている者。 

A．ふだん収入を伴う仕事を行っている 

B．仕事で電子メールなどの IT（ネットワーク）を使用して

いる 

C．IT を利用する仕事場所が複数ある、又は 1 ヶ所だけの場

合は自分の所属する部署のある場所以外である 

D．自分の所属する部署以外で仕事を行う時間が、1週間あた

り 8 時間以上である 
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指標⑨「短時間勤務を選択できる事業所の割合（短

時間正社員制度等）」 

 

指標⑩「自己啓発を行っている労働者の割合」 

 

 

指標⑪「第１子出産前後の女性の継続就業率」 

 

 

指標⑫－１「保育等の子育てサービスを提供してい

る割合（保育サービス（３歳未満児））」 

（備考） 

１．2010 年度の値は「平成 22 年度雇用均等基本調査」より

作成。 

2005 年の値は「平成 17 年民間企業の勤務条件制度等調

査」より参考値として作成。短時間勤務制の事由（複数回

答）のうち、「自己啓発」、「地域活動」、「高齢者の退職準

備」、「その他事由」、「事由を問わず認める」について集計。

２．2010 年のみ年度。 

（備考） 
１．厚生労働省「能力開発基本調査」により作成。 
２．自己啓発とは、労働者が職業生活を継続するために行う、

職業に関する能力を自発的に開発し、向上させるための活

動をいう（職業に関係ない趣味、娯楽、健康増進のための

スポーツ等は含まない）。 
３．年度は調査対象年度。 

（備考） 

１．国立社会保障・人口問題研究所「出生動向基本調査」に

より作成。 

２．数値は、当該年間に第 1 子を出産した女性について、第

１子妊娠判明時に就業していた者に占める第１子１歳時に

も就業していた者の割合。 

（備考） 

１．３歳未満人口は総務省「人口推計」、「国勢調査」より作

成。保育所利用児童数は厚生労働省「福祉行政報告例」よ

り作成。ただし、2007 年～2009 年は「保育所の状況等につ

いて」、2010 年以降は「保育所関連状況取りまとめ」より

作成。 

２．人口は前年 10 月 1 日現在、保育所利用児童数は当年 4 月

1 日現在の値。 

３．2011 年の数値については、東日本大震災の影響によって

調査を実施できなかった岩手県、宮城県、福島県の 8 市町

村（岩手県陸前高田市・大槌町、宮城県山元町・女川町・

南三陸町・福島県浪江町・広野町・富岡町）を除いている。
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指標⑫－２「保育等の子育てサービスを提供してい

る割合（放課後児童クラブ（小学１～３年生））」 

 

指標⑬「男性の育児休業取得率」 

 

指標⑭「６歳未満の子どもをもつ夫の育児・家事関

連時間」 

 

 

（注）本図表は、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）レポート 2011」から抜粋した。 

（備考） 

１．放課後児童クラブ登録児童数は、厚生労働省「放課後児

童健全育成事業（放課後児童クラブ）の実施状況について」

による各年５月１日現在の数値。 

２．就学児童数は、文部科学省「学校基本調査」による年度

値。 

（備考） 

１．厚生労働省「女性雇用管理基本調査」による。ただし、

2007 年以降は厚生労働省「雇用均等基本調査」より作成。

２．数値は、調査年の前年度 1 年間に配偶者が出産した者の

うち、調査年 10 月１日までに育児休業を開始（申出）した

者の割合。 

（備考） 

１．総務省「社会生活基本調査」より作成。 

２．数値は、夫婦と子どもから成る世帯における 6 歳未満の

子どもをもつ夫の１日当たりの「家事」、「介護・看護」、「育

児」、「買い物」の合計。 
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個人の実現度指標の推移 

  

 
(注１) 上記指標は、2002 年を基準年として指数化したものであり（2002 年＝100）、各分野の各年の水準は、当該分野の基準年と比較

した相対的な状況を示している。 

(注２) 指数の上昇（低下）は、各分野における仕事と生活の調和が進展（後退）していることを意味する。 

(注３) 実現度指標の更新方法については、Ⅰ.Ⅱ.Ⅴ分野は毎年更新し、Ⅲ.Ⅳ分野は厚生労働省「社会生活基本調査」の公表に併せて

更新する。ただし、Ⅱ.Ⅴ分野は 2009 年まで更新している。 

（注） 本図表は、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）レポート 2011」から抜粋した。 

  

 

Ⅰ「仕事・働き方」分野 

Ⅲ「地域・社会活動」分野 

Ⅱ「家庭生活」分野 

Ⅴ「健康・休養」分野 

Ⅳ「学習や趣味・娯楽等」分野 
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３つの社会の実現度の推移 

 

 

(注１) 上記指標は、2002 年を基準年として指数化したものであり（2002 年＝100）、各社会の姿の各年の水準は、当該社会の姿の基準

年と比較した相対的な状況を示している。 

(注２) 指数の上昇（低下）は、各社会の姿の実現度が進展（後退）していることを意味する。 

(注３) ３つの社会の実現度は、①「Ⅰ仕事・働き方」分野の構成要素から算出されており、行動指針に記載されている数値目標全てを

含んでいないこと、②数値目標以外の構成要素も含めて算出していること、に留意する必要がある。 

（注） 本図表は、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）レポート 2011」から抜粋した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勤労による経済的自立が可能な社会 健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会

多様な働き方・生き方が選択できる社会 
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環境整備指標の推移 

 

(注１) 上記指標は、2002 年を基準年として指数化したものであり（2002 年＝100）、各年の水準は、基準年と比較した相対的な状況を

示している。 

(注２) 指数の上昇（低下）は、官民の取組みによる環境の整備状況が進展（後退）していることを意味する。 

(注３) 実現度指標の更新方法については、毎年更新する。ただし、構成要素である統計データの公表時期を勘案し、2009 年まで更新し

ている。 

（注） 本図表は、「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）レポート 2011」から抜粋した。 

 

環境整備指標
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ワーク・ライフ・バランスの言葉の認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 
『あなたは、「ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）」という言葉を
どの程度ご存知ですか。』に対する回答 
 

（注）「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現に影響を与える生活環境に関する調査（平

成 24 年３月）」より抜粋した。 

＜ポイント＞ 

〇 「ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）」について、「言葉と内容

も知っている」と答えた人の割合は 20.8％と、前回調査から増加している。 

〇 「ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）」という言葉を聞いたこ

とがある人（「言葉も内容も知っている」と「言葉は聞いたことがあるが、内

容までは知らない」と答えた人の合計）の割合は、55.2％と５割を超えている。
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ロジック・モデル 

 

 

 

本評価に当たっては、各指標（数値目標）とその達成に向けた政策手段である国の施

策・事業との因果関係及び外部要因との関係を把握・分析するため、当省において、各

指標（数値目標）に関連する国の施策・事業を選定し、ロジック・モデルの例を作成し

たもの。 
 

 （注１）ロジック・モデルの作成に当たっては、各指標に関連する国の施策・事業が必ずしも明確とな

っていない現状がみられた。このため、当省において、内閣府が取りまとめている「仕事と生活

の調和関連予算調査票」に掲載された国の施策・事業のうち、関係府省が各数値目標に影響を与

えるとする施策・事業の中から、次の方法により、各指標に関連する施策・事業を選定 

① 施策・事業が複数の個別事業から構成されるものは、原則、個別事業を選定 

② 14 指標の数値目標の多くに影響を与えるとされた施策・事業については、主に影響を与え

ると考えられる数値目標に対し、当該施策・事業を選定 

③ 平成 23 年度において実施している施策・事業を選定 

 （注２）本ロジック・モデルは、国の施策・事業等が各指標（数値目標）に対し影響を及ぼす道筋（ア

ウトカムの発現経路）について、簡潔に整理した。 

 （注３）ロジック・モデルの≪インプット≫事業欄に記載した、（総）は総務省、（文）は文部科学省、

（厚）は厚生労働省、（国）は国土交通省の各所管事業であることを示す。 
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①-1 就業率（20～64 歳、15 歳以上）  
  ≪インプット≫  ≪アウトプット≫  ≪アウトカムの発現経路≫ ≪アウトカム≫ 
  事業         

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
推
進
政
策
の
国
の
関
連
施
策
・
事
業 

（厚）職業訓練情報等提供事業 

 
職業訓練情報等連携推進員
の配置、キャリアコンサル
ティングの実施、職業訓練
等の情報提供 

 
求職者の就

業に必要な

能力の向上 
 

就業機会の

増加 
 就業者（正規雇用者、非

正規雇用者）の増加 
 

就業率（20
～64 歳、15
歳以上）の
上昇 

ハローワーク等に配置された相談員によるキ
ャリアコンサルティング 
 
（厚）職業能力の形成に係るインフラの整備  公共職業訓練・職業能開発

評価制度の整備等 
 

公共職業訓練、評価制度の整備等 
 

（厚）非正規労働者総合支援事業 
 

就職支援ナビゲーター等に
よる就職支援の実施 

 求職者の就

業に必要な

能力の向上、

就職者にお

ける適確な

求人情報の

取得 

 

非正規労働者の総合的な就労・生活支援体制の
整備のため担当者制による支援 
 
（厚）フリーター等正規雇用化支援事業 

 40 歳未満のフリーター等に対して、各種メニュ
ーによる一貫した支援の実施 
 
（厚）若年者地域連携事業 

 
ジョブカフェへのハローワ
ークコーナーの設置、就職
支援等の実施 

 都道府県が設置するジョブカフェ等にハロー
ワークコーナーを併設し、職業紹介等を実施 
 
（厚）マザーズハローワーク事業 

 就職支援ナビゲーター等に
よる就職支援の実施 

 子を持つ母等を対象とした総合的な再就職支
援事業を実施 
 
（厚）若年者等試行雇用奨励金 

 奨励金の支給  
若年者を雇

用する企業

の増加 
 就職が困難な 40 歳未満の若年者等を一定期間

試行雇用する事業主に対し支給 
 
（厚）女性就業支援全国展開事業 

 相談等の実施 
セミナーの開催 

 

女性の就業

促進に関す

る社会的気

運の醸成 

 
女性が働き

やすい企業

の増加 

 
就業又は継続就業する女

性（正規雇用者、非正規

雇用者）の増加 
 

女性就業支援、働く女性の健康増進等のセミナ
ー、相談等を実施 
 
（厚）ポジティブアクション周知啓発事業 

 
協議会の開催、情報提供、
セクシャルハラスメント指
導員の配置等 

 優良企業の表彰、雇用均等指導員による企業へ
の働きかけ等 
 
（厚）ポジティブアクション推進戦略事業 

 情報提供、コンサルティン
グの実施等 

 ポータルサイトの運営、コンサルティング、研
修を民間委託で実施 
 
（厚）試行雇用奨励金（中高年齢トライアル）

 奨励金の支給  

中高年齢者
を雇用する
企業の増加 

 
中高年齢者
の就業機会
の増加 

 
中高年齢就業者（正規雇
用者、非正規雇用者）の
増加 

 

45 歳以上で当該事業の経験のない求職者を、常
用雇用への移行を前提に試行雇用した事業主
に対して助成 
 
（厚）特定求職者雇用開発助成金（高年齢者雇
用開発特別奨励金）  助成金の支給  
高年齢者を雇い入れた事業主に賃金の一部を
補助 
 
（厚）高年齢者職域拡大等助成金 

 助成金の支給  高年齢者を雇用するために制度の構築等に取
り組む事業主に経費の一部を助成 
 
（厚）高年齢者雇用確保充実奨励金 

 奨励金の支給  傘下の企業を対象に高年齢者雇用に関するセ
ミナー等を行う事業主団体に助成 
 
（厚）70 歳まで働ける企業推進プロジェクト  セミナーの開催等  

定年を延長する企業の増加 
 
 

高齢継続就業者（正規雇
用者、非正規雇用者）の
増加 

 

セミナーで先進事例等の紹介 
 
（厚）中小企業定年引上等奨励金 

 奨励金の支給  定年引上げ、定年の廃止等 65 歳以上までの継
続雇用をした中小企業事業主に助成 
 
（厚）65 歳継続雇用推進費 

 個別訪問による指導、助言
の実施 

 高齢者を継続雇用する企業の増

加 
 高齢者雇用安定法に基づく指導及び法令以上

の措置に関する啓発 
 
（厚）シルバー人材センター助成事業費  助成金の支給  財務基盤の

安定 
 シルバー人

材センター

の適正な運

営 

 
高齢者の

就業機会

の増加 

高齢就業

者（非正

規雇用者

等）の増

加 

 
 

シルバー人材センターの運営経費を補助 
 
（厚）高年齢者就業機会確保促進事業費 

 訪問個別指導の実施  シルバー人材センターの管理運営等に関する
実地調査、相談援助等 
 
（文）成長分野等における中核的専門人材養成

 
分野別産学官コンソーシア
ムの設置、カリキュラムの
策定 

 
策定した人材養成カリキュラム

により、産業界等が求める人材を

育成 

 
卒業者等
の就業機
会の増加

 

就 業 者

（正規雇

用者、非

正規雇用

者）の増

加 

 

産学官コンソーシアムによる専修学校等にお
けるカリキュラムの策定、基盤の整備 

  

外
部
要
因 

 景気・経済の影響 
  
 企業側の意識・取組 
  
 個人の意識 
  
 社会保障制度 
  
 年齢別人口構成 
  
 家族構成 
  
 世帯の資産・家計の収入構造 
  
 保育・介護の環境 
  
 進学率 
  
 地方公共団体の取組 
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①-2 就業率（20～34 歳）  
  ≪インプット≫  ≪アウトプット≫  ≪アウトカムの発現経路≫ ≪アウトカム≫ 
  事業       

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
推
進
政
策
の
国
の
関
連
施
策
・
事
業 

（厚）職業訓練情報等提供事業 

 
職業訓練情報等連携推進員
の配置、キャリアコンサル
ティングの実施、職業訓練
等の情報提供 

 
求職者の就

業に必要な

能力の向上 

 
 

就業機会の

増加 
 若年就業者の増加  

就業率（20
～34 歳）の
上昇 

ハローワーク等に配置された相談員によるキ
ャリアコンサルティング 
 
（厚）職業能力の形成に係るインフラの整備  公共職業訓練・職業能開発

評価制度の整備等 
 

公共職業訓練、評価制度の整備等 
 

（厚）フリーター等正規雇用化支援事業 
 就職支援ナビゲーター等に

よる就職支援の実施 
 

求職者の就

業に必要な

能力の向上、

求人者にお

ける適確な

求人情報の

取得 

 
 
 

40 歳未満のフリーター等に対して、各種メニュ
ーによる一貫した支援の実施 
 
（厚）若年者地域連携事業 

 
ジョブカフェへのハローワ
ークコーナーの設置、就職
支援等の実施 

 都道府県が設置するジョブカフェ等にハロー
ワークコーナーを併設し、職業紹介等を実施 
 
（厚）マザーズハローワーク事業 

 就職支援ナビゲーター等に
よる就職支援の実施 

 子を持つ母等を対象とした総合的な再就職支
援事業を実施 
 
（厚）若年者等試行雇用奨励金 

 奨励金の支給  
若年者を雇

用する企業

の増加 

 就職が困難な 40 歳未満の若年者等を一定期間
試行雇用する事業主に対し支給 
 
（厚）女性就業支援全国展開事業 

 相談等の実施 
セミナーの開催 

 

女性の就業

促進に関す

る社会的気

運の醸成 

 
女性が働き

やすい企業

の増加 

 就業又は継続就業する若

年女性の増加 
 

女性就業支援、働く女性の健康増進等のセミナ
ー相談等を実施 
 
（厚）ポジティブアクション周知啓発事業 

 
協議会の開催、情報提供、
セクシャルハラスメント指
導員の配置等 

 優良企業の表彰、雇用均等指導員による企業へ
の働きかけ等 
 
（厚）ポジティブアクション推進戦略事業 

 情報提供、コンサルティン
グの実施等 

 ポータルサイトの運営、コンサルティング、研
修を民間委託で実施 
 
（文）成長分野等における中核的専門人材養成

 
分野別産学官コンソーシア
ムの設置、カリキュラムの
策定 

 
策定した人材養成カリキュラム

により、産業界等が求める人材を

育成 

 
卒業者等
の就業機
会の増加

 
若年就業

者の増加
 産学官コンソーシアムによる専修学校等にお

けるカリキュラムの策定、基盤の整備 
  

外
部
要
因 

 景気・経済の影響 
  
 企業側の意識・取組 
  
 個人の意識 
  
 社会保障制度 
  
 若年者人口の増減 
  
 家族構成 
  
 世帯の資産・家計の収入構造 
  
 保育・介護の環境 
  
 進学率 
  
 雇用者に占める高年齢者の割合 
  
 地方公共団体の取組 
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①-3 就業率（25～44 歳女性）  
  ≪インプット≫ ≪アウトプット≫ ≪アウトカムの発現経路≫ ≪アウトカム≫ 
  事業    

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
推
進
政
策
の
国
の
関
連
施
策
・
事
業 

（厚）職業訓練情報等提供事業 

 
職業訓練情報等連携推進員
の配置、キャリアコンサル
ティングの実施、職業訓練
等の情報提供 

 
求職者の就

業に必要な

能力の向上 

 

就業機会の

増加 
 女性就業者の増加  

就業率（25
～44 歳女
性）の上昇 

ハローワーク等に配置された相談員によるキ
ャリアコンサルティング 
 
（厚）職業能力の形成に係るインフラの整備  公共職業訓練・職業能開発

評価制度の整備等 
 

公共職業訓練、評価制度の整備等 
 

（厚）フリーター等正規雇用化支援事業 
 就職支援ナビゲーター等に

よる就職支援の実施 
 

求職者の就

業に必要な

能力の向上、

求職者にお

ける適確な

求人情報の

取得 

40 歳未満のフリーター等に対して、各種メニュ
ーによる一貫した支援の実施 
 
（厚）若年者地域連携事業 

 
ジョブカフェへのハローワ
ークコーナーの設置、就職
支援等の実施 

 都道府県が設置するジョブカフェ等にハロー
ワークコーナーを併設し、職業紹介等を実施 
 
（厚）マザーズハローワーク事業 

 就職支援ナビゲーター等に
よる就職支援の実施 

 子を持つ母等を対象とした総合的な再就職支
援事業を実施 
 
（厚）若年者等試行雇用奨励金 

 奨励金の支給  
若年者を雇

用する企業

の増加 

 就職が困難な 40 歳未満の若年者等を一定期間
試行雇用する事業主に対し支給 
 
（厚）女性就業支援全国展開事業 

 相談等の実施 
セミナーの開催 

 

女性の就業

促進に関す

る社会的気

運の醸成 

 
女性が働き

やすい企業

の増加 

 就業又は継続就業する女

性の増加 
 

女性就業支援、働く女性の健康増進等のセミナ
ー相談等を実施 
 
（厚）ポジティブアクション周知啓発事業 

 
協議会の開催、情報提供、
セクシャルハラスメント指
導員の配置等 

 優良企業の表彰、雇用均等指導員による企業へ
の働きかけ等 
 
（厚）ポジティブアクション推進戦略事業 

 情報提供、コンサルティン
グの実施等 

 ポータルサイトの運営、コンサルティング、研
修を民間委託で実施 
 
（文）成長分野等における中核的専門人材養成

 
分野別産学官コンソーシア
ムの設置、カリキュラムの
策定 

 
策定した人材養成カリキュラム

により、産業界等が求める人材を

育成 

 
卒業者等
の就業機
会の増加

 女性就業

者の増加
 産学官コンソーシアムによる専修学校等にお

けるカリキュラムの策定、基盤の整備 
  

外
部
要
因 

 景気・経済の影響 
  
 企業側の意識・取組 
  
 個人の意識 
  
 社会保障制度 
  
 配偶関係 
  
 年齢別人口構成 
  
 家族構成 
  
 家計の収入構造 
  
 保育・介護の環境 
  
 進学率 
  
 地方公共団体の取組 
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①-4 就業率（60～64 歳）  
  ≪インプット≫ ≪アウトプット≫ ≪アウトカムの発現経路≫ ≪アウトカム≫ 
  事業    

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
推
進
政
策
の
国
の
関
連
施
策
・
事
業 

（厚）職業訓練情報等提供事業 

 
職業訓練情報等連携推進員
の配置、キャリアコンサル
ティングの実施、職業訓練
等の情報提供 

 
求職者の就

業に必要な

能力の向上 
 

就業機会の

増加 
 高年齢就業者の増加  

就業率（60
～64 歳）の
上昇 

ハローワーク等に配置された相談員によるキ
ャリアコンサルティング 
 
（厚）職業能力の形成に係るインフラの整備  公共職業訓練・職業能開発

評価制度の整備等 
 

公共職業訓練、評価制度の整備等 
 

（厚）非正規労働者総合支援事業 

 就職支援ナビゲーター等に
よる就職支援の実施 

 

求職者の就

業に必要な

能力の向上、

適確な求人

情報への接

触数増加 

 
非正規労働者の総合的な就労・生活支援体制の
整備のため担当者制による支援 

 
（厚）試行雇用奨励金（中高年齢トライアル）

 奨励金の支給  

中高年齢者
を雇用する
企業の増加 

 
中高年齢者
の就業機会
の増加 

 高年齢就業者の増加  

45 歳以上で当該事業の経験のない求職者を、常
用雇用への移行を前提に試行雇用した事業主
に対して助成 
 
（厚）特定求職者雇用開発助成金（高年齢者雇
用開発特別奨励金）  助成金の支給  
高年齢者を雇い入れた事業主に賃金の一部を
補助 
 
（厚）高年齢者職域拡大等助成金 

 助成金の支給  高年齢者を雇用するために制度の構築等に取
り組む事業主に経費の一部を助成 
 
（厚）高年齢者雇用確保充実奨励金 

 奨励金の支給  傘下の企業を対象に高年齢者雇用に関するセ
ミナー等を行う事業主団体に助成 
 
（厚）70 歳まで働ける企業推進プロジェクト  セミナーの開催等  

定年を延長する企業の増加  

継続就業する高齢者の増
加 

 

セミナーで先進事例等の紹介 
 
（厚）中小企業定年引上等奨励金 

 奨励金の支給  定年引上げ、定年の廃止等 65 歳以上までの継
続雇用をした中小企業事業主に助成 
 
（厚）65 歳継続雇用推進費 

 個別訪問による指導、助言
の実施等 

 高齢者を継続雇用する企業の増

加 
 高齢者雇用安定法に基づく指導及び法令以上

の措置に関する啓発 
 
（厚）シルバー人材センター助成事業費  助成金の支給  財務基盤の

安定 
 シルバー人

材センター

の適正な運

営 

 
高年齢者

の就業機

会の増加

高齢就業

者の増加
 

シルバー人材センターの運営経費を補助 
 
（厚）高年齢者就業機会確保促進事業費 

 訪問個別指導の実施  シルバー人材センターの管理運営等に関する
実地調査、相談援助等 

  

外
部
要
因 

 景気・経済の影響 
  
 企業側の意識・取組 
  
 個人の意識 
  
 社会保障制度 
  
 年齢別人口構成 
  
 世帯の資産・家計の収入構造 
  
 家計の収入構造 
  
 介護の環境 
  
 地方公共団体の取組 
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③ フリーターの数 

 

 

  ≪インプット≫  ≪アウトプット≫  ≪アウトカムの発現経路≫  ≪アウトカム≫ 
  事業         

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
推
進
政
策

の
国
の
関
連
施
策
・
事
業 

（厚）若年者等試行雇用奨励金 

 奨励金の支給  若年者を雇用する企

業の増加 
 

正規雇用者

等として就

業する若年

者の増加 

 

フリーターの数

の減少 

就職が困難な 40 歳未満の若年者等を一定期

間試行雇用する事業主に対し支給 

      

（厚）フリーター等正規雇用化支援事業 
 就職支援ナビゲーター等

による就職支援の実施 
 

求職者の就業に必要

な能力の向上・適確

な求人情報への接触

数増加 

 
若年者の就

業機会の増

加 

 

40 歳未満のフリーターに対して、各種メニュ

ーによる一貫した支援の実施 

    

（厚）若年者地域連携事業 

 
ジョブカフェへのハロー

ワークコーナーの設置、

就職支援等の実施 

 都道府県が設置するジョブカフェ等にハロー

ワークコーナーを併設し、職業紹介等を実施

           

外
部
要
因 

 景気・経済の影響  

 

 

 

 

  

 企業側の意識・取組 

  

 個人の意識 

  

 進学率 

  

 若年者人口の増減 

  

 雇用者に占める高年齢者の割合 

  

 地方公共団体の取組 
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 ④ 労働時間等の課題について労使の話し合いの機会を設けている割合 
  ≪インプット≫ ≪アウトプット≫ ≪アウトカムの発現経路≫  ≪アウトカム≫ 

  事業  

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
推
進
政
策
の 

国
の
関
連
施
策
・
事
業 

 （厚）労働時間等設定改善推進助成金 

 助成金の支給  傘下企業における労働時間等の設

定の改善に向けた気運の醸成 
 

企業等に

おける労

働時間等

の設定改

善に向け

た取組の

増加 

 

労働時間等の課

題について労使

の話し合いの機

会を設けている

割合の上昇 

 労働時間等の設定の改善に団体として取

り組む中小企業団体に対する助成事業 

   

 （厚）職場意識改善助成金 

 助成金の支給 
 

   労働時間等の設定の改善に向けた職場意

識の改善に積極的に取り組み、成果を上

げた中小企業事業主に対する助成事業 

      

 （厚）特に配慮を必要とする労働者に対

する休暇制度の普及事業 

 セミナーの開催 

事例集の配布 
 

企業等における特に配慮を必要と

する労働者に対する休暇制度の導

入に向けた気運の醸成 

  
 法定の年次有給休暇とは別に、企業等に

おいて任意に定められている特別な休暇

制度の普及のための事業 

    

外
部
要
因 

 企業側の意識・取組        
  
 

労働者側の意識   
  
 労働組合の組織率       
 

 企業規模      
  

 業種       
  

 地方公共団体の取組       
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⑤ 週労働時間 60 時間以上の雇用者の割合 

 

  ≪インプット≫ ≪アウトプット≫ ≪アウトカムの発現経路≫ ≪アウトカム≫ 
  事業   

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
推
進
政
策
の
国
の
関
連
施
策 

・
事
業 

 

 

（厚）労働時間等設定改善推進助成金 

 助成金の支給 

傘下企業における労働時

間等の設定の改善に向け

た気運の醸成 

 

企業等における労働時

間等の設定改善に向け

た取組の増加 

 

週労働時間

60 時間以上

の雇用者の

割合の低下 

労働時間等の設定の改善に団体として取り

組む中小企業団体に対する助成事業    

 （厚）職場意識改善助成金 

 助成金の支給   労働時間等の設定の改善に向けた職場意識

の改善に積極的に取り組み、成果を上げた

中小企業事業主に対する助成事業    

 （厚）特に配慮を必要とする労働者に対す

る休暇制度の普及事業 

 セミナーの開催 

事例集の配布 

企業等における特に配慮

を必要とする労働者に対

する休暇制度の導入に向

けた気運の醸成 

 法定の年次有給休暇とは別に、企業等にお

いて任意に定められている特別な休暇制度

の普及のための事業    

 （総）国家公務員の労働時間短縮の取組 

 講演会の開催 

パンフレットの配布 

国家公務員における超過

勤務縮減についての意識

の向上 

 
国家公務員における労

働時間等の設定改善に

向けた取組の増加 

 各府省における超過勤務縮減の取組を一層

推進するため、啓発講演会を実施するとと

もにパンフレットの作成・配布     

外
部
要
因 

 景気・経済の影響        
   

 企業側の意識・取組          

 個人の意識        
   

 労働組合の組織率        
   

 企業規模        
   

 業種        
   

 地方公共団体の取組        
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⑥ 年次有給休暇取得率 

 

 

  ≪インプット≫ ≪アウトプット≫ ≪アウトカムの発現経路≫ ≪アウトカム≫ 
  事業    

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
推
進
政
策
の
国
の
関
連

施
策
・
事
業 

 （厚）労働時間等設定改善推進助成金 

 助成金の支給  
傘下企業における労働時間等

の設定の改善に向けた気運の

醸成 

 

企業等における労働時間等

の設定改善に向けた取組の

増加 

 

 

 

年次有給

休暇取得

率の上昇 

労働時間等の設定の改善に団体として取
り組む中小企業団体に対する助成事業 

  

 
 

（厚）職場意識改善助成金 

 助成金の支給 
   労働時間等の設定の改善に向けた職場意

識の改善に積極的に取り組み、成果を上
げた中小企業事業主に対する助成事業   

 （厚）特に配慮を必要とする労働者に対
する休暇制度の普及事業 

 セミナーの開催 

事例集の配布 
 

企業における特に配慮を必要

とする労働者に対する休暇制

度の導入に向けた気運の醸成

 法定の年次有給休暇とは別に、企業等に
おいて任意に定められている特別な休暇
制度の普及のための事業 
 
（国）休暇取得の分散化に関する導入促
進事業  ポジティブ・オフに係る普及啓

発  
企業等における「ポジティ

ブ ・オフ」運動に対する理解

の浸透 
 休暇を取得しやすい企業の

増加 
 

有給休暇取得向上に向けた各種取組（ポ
ジティブ・オフ運動等）    

外
部
要
因 

 景気・経済の影響     
 

 
企業側の意識・取組   

  
 

個人の意識 
  
 労働組合の組織率      

 
 企業規模      
  
 

業種 
  
 地方公共団体の取組      
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⑦ メンタルヘルスケアに関する措置を受けられる職場の割合 

 

 

  ≪インプット≫ ≪アウトプット≫ ≪アウトカムの発現経路≫  ≪アウトカム≫ 
  事業   

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
推
進
政
策
の
国
の
関
連
施
策
・
事
業

 （厚）メンタルヘルス対策支援センター事業
 相談対応、訪問支援等の実施 

支援を受けられ

る事業場の増加 
 

メンタルヘルスケ

アに関する措置を

講じる事業場の増

加 

 

メンタルヘル

スケアに関す

る措置を受け

られる職場の

割合の上昇 

事業者、産業医等からの相談対応、専門家に

よる個別事業場への訪問支援等を実施 
  

 （厚）メンタルヘルス・ポータルサイト「こ

ころの耳」事業  メンタルヘルスに関する情報

の提供 
 

メンタルヘルス

対策に関心を示

す個人や事業場

の増加 

  
ポータルサイトを設置し、メンタルヘルスに

関する様々な情報を提供 
  

 （厚）ストレス症状を有する者に対する面接

指導等に関する研修事業  研修の実施  
面接指導等に関

する知識を持つ

産業医等の増加 

 
産業医等の支援を

受けられる事業場

の増加 

 
産業医等を対象とした研修を実施 

  

 （厚）地域産業保健事業 

 小規模事業場への産業保健サ

ービスの提供    
支援を受けられる

小規模事業場の増

加 

 健診結果に基づく医師の意見聴取等、小規模

事業場に対する産業保健サービス（メンタル

ヘルスを含む）の提供 
   

（厚）外部専門機関の整備・育成等事業 

 外部専門機関創設のための調

査・研修を実施 
 外部専門機関の

増加 
 

外部専門機関の支

援を受けられる事

業場の増加 

 多様な分野の専門職で構成される外部専門

機関創設に向けて、調査・研修事業を実施 
    

外
部
要
因 

 企業側の意識・取組      
  

 企業規模     
  

 所定外労働時間数     
  

 業種    
  

 労働者側の意識     
  

 メンタルヘルスについて相談できる機関の

整備状況 
  

  

  

 労働組合の組織率    
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⑧ 在宅型テレワーカーの数 

 

  ≪インプット≫  ≪アウトプット≫  ≪アウトカムの発現経路≫  ≪アウトカム≫ 

  事業         

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
推
進
政
策
の
国
の
関
連

施
策
・
事
業 

（総）地域テレワーク普及推進プロジェ

クト 
テレワークに係る調査研究等の

実施 
 

テレワーク

の課題及び

先進事例の

把握 

 

把握した課

題を踏まえ

た施策・事

業を実施 

 

在宅型テレワーカー制度を

導入する企業の増加 
 

在宅型テレワ

ーカーの数の

増加 

テレワークの実施に係る具体的な効果や

課題を幅広く収集・分析し、効果的かつ

効率的なテレワークの導入方法を確立 

   

（国）テレワークの普及推進 
シンポジウムの開催 

セミナー・出前セミナーの開催
 

民間企業の在宅型テレワーク導

入に向けた気運の醸成 
 

大都市圏におけるテレワークの普及啓発

活動などを実施 

  

（厚）テレワーク普及促進対策 

相談の実施 

セミナーの開催 
 テレワークの一層の普及拡大に向け、テ

レワーク相談センター事業、テレワー

ク・セミナー事業を実施 

     
 

外
部
要
因 

 テレワークの環境整備・技術の進展       

         
 企業側の意識・取組        
         
 労働者側の意識       
         
 企業規模        
         
 通勤時間        
         
 職種        
         
 家族構成        
         
 性別        
         
 地方公共団体の取組        
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⑨ 短時間勤務を選択できる事業所の割合（短時間正社員制度等） 

 

  ≪インプット≫ ≪アウトプット≫ ≪アウトカムの発現経路≫  ≪アウトカム≫ 
  事業  

 

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
推
進

政
策
の
国
の
関
連
施
策
・
事
業 

 （厚）均衡待遇・正社員化推進奨励金（短

時間正社員制度 

 
奨励金の支給   

短時間正社員制度を

導入する企業の増加

短時間勤務を選

択できる事業所

の割合（短時間

正社員制度等）

の上昇 

短時間正社員制度を設け、実際に利用者

が出た場合及び短時間正社員制度が定着

した場合（対象労働者２人目から 10 人目

まで）企業に対し奨励金を支給 

    

 
 

 （厚）短時間正社員制度導入支援事業 

 情報提供の実施  
企業の短時間正社

員制度導入に向け

た気運の醸成 

 普及啓発事業等（短時間正社員制度導入

支援ナビの運営及び短時間正社員制度導

入マニュアルの作成）を実施 

     

外
部
要
因 

 企業側の意識・取組     

  

 企業規模  

  

 職場の雰囲気  

  

 労働者側の意識  

  

 従業員の性別の割合  

  

 短時間正社員制度を利用する従業員の利

用以前の就業形態（正規・非正規） 
   

  

 業種  

  

 労働組合の組織率  
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⑩自己啓発を行っている労働者の割合 

  ≪インプット≫ ≪アウトプット≫ ≪アウトカムの発現状況≫  ≪アウトカム≫ 
  事業  

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
推
進
政
策
の
国
の
関
連
施

策
・
事
業  

（厚）職業能力の形成支援に係る労働市場

のインフラの整備（キャリア・コンサルテ

ィング普及促進事業）  
キャリア・コンサルタントに対す

る研修を実施、登録キャリア・コ

ンサルタントの養成 

キャリア・コン

サルタントの質

の向上、キャリ

ア・コンサルタ

ント数の増加 

 
キャリア・コンサ

ルティングを受け

る労働者の増加 

 

自己啓発を行

っている労働

者の割合の上

昇 

キャリア・コンサルティングに関する調

査・研究、質の確保・環境整備及びジョブ

カード講習を実施 

    

 
 

 
 
 
 
 
 

 

（文）成長分野等における中核的専門人材

養成の戦略的推進  社会人等が学びやすい学習シス

テムの構築 

学習システムを

導入する専修学

校の増加 
 

専修学校において

学習システムを利

用できる社会人等

の増加 

社会人等が学びやすい学習システムの導入

促進に関する取組を展開 

  

 

（文）学校・家庭・地域の連携協力推進事

業（放課後子ども教室） 

 補助金の交付 
放課後子ども教

室の増加 

放課後子ども

教室にボラン

ティアとして

参加する労働

者の増加 

放課後子ども教室

にボランティアと

して参加し、仕事

に活かせる経験を

する労働者の増加

地方公共団体の学校・家庭・地域の連携協

力に資する事業に対し補助 

    

外
部
要
因 

 個人の意識      

    

 勤務先の業種     

    

 景気・経済の影響     

     

 学習環境     

     

 企業側の意識・取組     

    

 企業規模    

    

 学歴    

    

 職場の雰囲気    

    

 所定外労働時間数    

    

 年収    
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⑪ 第１子出産前後の女性の継続就業率 
 

  ≪インプット≫ ≪アウトプット≫ ≪アウトカムの発現経路≫ ≪アウトカム≫ 

  事業        

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
推
進
政
策
の
国
の
関
連
施
策
・
事
業 

 （厚）次世代育成支援対策に必要な経費 

周知・啓発、指
導等の実施 

 
一般事業主行動計画
の策定・実施企業の
増加 
子育てサポート企業
の増加 

仕事と育児等
の両立のため
の雇用環境が
整備された企
業の増加  

仕事と育児等
を両立させる
女性従業員の
増加  

 

第１子出産
前後の女性
の継続就業
率の上昇 

 次世代育成支援対策推進法に基づき、企業における仕事と子育ての両立を
図るために必要な雇用環境の整備等に関する「一般事業主行動計画」の策
定・実施が適切に行われるとともに、「子育てサポート企業」の認定件数
の増加に向け、次世代育成支援対策推進センター等とも連携して、法の周
知・啓発及び指導等を実施 

      
 （厚）均等・両立推進企業表彰（ファミリー・フレンドリー企業部門） 

企業の表彰 
 仕事と家庭の両立の

ための雇用環境整備
に向けた気運の醸成

 
 

仕事と家庭のバランスに配慮した柔軟な働き方ができる企業を表彰 

      
 （厚）育児・介護休業法対策推進費 

指導等の体制
整備、不利益取
扱いへの対応 

 

育児・介護休業法等
に基づく制度の適正
な運用を図る企業の
増加 

 
 改正育児・介護休業法に基づく制度の定着促進を図るとともに、企業への

適正な制度運用に関する指導等を行う体制を整備することにより、育児休
業等を理由とする解雇、退職勧奨等への不利益取扱いへ対応 

     
 （厚）安心して働き続けられる職場環境整備推進事業 

実態把握、相
談・指導等の実
施 

  
 育児休業、介護休業制度の実態等、仕事と家庭の両立に係る各種制度の実

態の把握、問題点の分析・検討を行うとともに、法に基づく制度の普及・
定着及び適正な運用を図るための相談・指導等 

     
 （厚）夜間･土曜日均等法、育介法、パート法等電話相談事業 

夜間・土曜日に
おける相談対
応及び情報提
供の実施 

  
 フリーダイヤルを設置し、全国からの男女雇用機会均等法、育児･介護休業

法、パートタイム労働法等に関する労働者、事業主等からの相談に対して、
労働関係法令の専門知識を持つ相談員が電話、ＦＡＸで相談対応及び情報
提供 

      
 （厚）両立支援に関する雇用管理改善事業 

ベストプラク
ティスの収集、
アドバイス等
の実施、両立支
援総合サイト
の構築 

 

仕事と育児等の両立
のための雇用管理改
善を図る企業の増加

 
 短時間勤務者や育児休業取得者等に関する処遇等について、先進企業の取

組のベストプラクティスを収集し、雇用管理のノウハウを抽出・普及を行
うとともに、両立支援アドバイザーによる賃金等の処遇や代替要員の配置
等の雇用管理改善に向けたアドバイス等を行う。また、これまで一元化さ
れていなかった両立支援に関するウェブサイトを整理・統合し、両立支援
総合サイトを構築 

      
 （厚）両立支援助成金（子育て期短時間勤務支援助成金） 

助成金の支給 

 子を養育する労働者
のための短時間勤務
制度を運用する企業
の増加 

 
 

事業主が小学校就学前（小規模事業主は３歳）までの子を養育する労働者
が利用できる短時間勤務制度を設け、利用者が出たときに助成金を支給 

      
 （厚）両立支援助成金（事業所内保育施設設置・運営等支援助成金） 

助成金の支給 
 事業所内保育施設を

設置・運営する企業
等の増加 

 
 労働者のための保育施設を事業所内に設置、増築、運営を行う事業主又は

事業主団体に、その費用の一部を助成 
      
 （厚）中小企業両立支援助成金（代替要員確保コース） 

助成金の支給 
 

育児休業制度等を運
用する中小企業の増
加 

 
 事業主が育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業取得者を原職等に

復帰させたときに助成金を支給 
     
 （厚）中小企業両立支援助成金（休業中能力アップコース） 

助成金の支給 

  
 事業主又は事業主団体が、育児休業又は介護休業取得者を円滑に職場復帰

させることを目的とした能力の開発及び向上に関するプログラムを実施し
たときに助成金を支給 

     
 （厚）中小企業両立支援助成金（中小企業子育て支援助成金） 

助成金の支給 
  

 一定の要件を備えた育児休業を実施する中小事業主に対し、初めて育児休
業取得者が出たときに助成金を支給 

     
 （厚）中小企業両立支援助成金（継続就業支援コース） 

助成金の支給 

  
 事業主が育児休業取得者を原職等に復帰させ、育児休業など職業生活と家

庭生活との両立を支援するための制度を利用しやすい職場環境の整備のた
め、研修等を実施したときに助成金を支給 

        
 （厚）安心して働き続けられる職場環境調査研究事業 

調査研究報告
書の作成 

 仕事と家庭の両立を
推進するための課題
等への改善方策の検
討 

仕事と家庭の
両立を推進す
るための改善
方策の実施 

仕事と家庭を
両立させる女
性労働者の増
加 

 
 

育児休業制度の実態等仕事と家庭の両立に係る各種制度の実態把握、問題
点の分析のための調査を民間団体に委託 

        
 （総）女性国家公務員の採用・登用の拡大 

活躍事例集の
取りまとめ 

 

女性国家公務員の活躍への意欲の喚起 

仕事と育児等
を両立させる
女性国家公務
員の増加 

 
 ロールモデルとなる女性職員に対するインタビューを実施するとともに、

上司、同僚等から女性職員の活躍のために必要な職場環境等についてヒア
リングを行い、女性職員の様々な働き方やキャリア形成に応じたロールモ
デルを作成し、これらを活躍事例集として取りまとめ 

        
 （文）女性研究者研究活動支援事業 

補助金の交付 

 

研究と育児等の両立のための環境が整備
された機関の増加 研究と育児等

を両立させる
女性研究者の
増加 

 
 女性研究者がその能力を最大限発揮できるようにするため、大学や公的研

究機関を対象としてコーディネーターの配置、出産・子育て・介護期間中
の研究活動を支える研究・実験補助者の雇用経費等の支援、女性研究者が
出産・子育て・介護と研究を両立するための環境整備を行う取組を支援 

       
 （文）特別研究員事業（RPD） 

研究奨励金の
給付 

 
出産・育児等から研究現場に復帰する研
究者の増加 

 
 出産・育児による研究中断後に、円滑に職場復帰できるよう、独立行政法

人日本学術振興会の特別研究員事業において研究奨励金を給付 
         

外
部
要
因 

 企業規模       
    
 就業形態（正規・非正規）       
    
 従業員の男女比       
    
 女性管理職の数       
    
 労働組合の組織率       
    
 企業側の意識・取組       
    
 個人の意識       
    
 家族構成       
    
 世帯の資産・家計の収入構造       
    
 保育環境       
    
 地方公共団体の取組       
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 ⑫ 保育等の子育てサービスを提供している割合  
 

  ≪インプット≫ ≪アウトプット≫ ≪アウトカムの発現経路≫ ≪アウトカム≫ 
  事業     

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン

ス
推
進
政
策
の
国
の
関
連
施

策
・
事
業 

 （厚）保育所運営費 

補助金の交付 民間認可保育所の増加 
民間保育所に
おける受入児
童数の増加 

 

保育等の子育て
サービスを提供
している割合の
上昇 
（保育サービス
（３歳未満児）） 

 市町村が、児童福祉法に基づいて保育に欠ける児童を保育所に入所さ
せた場合に、民間保育所における保育の実施に要する費用として市町
村が支弁した経費を補助 

      
 （厚）家庭的保育事業費 

補助金の交付 
家庭的保育事業を実施
する市町村の増加 

家庭的保育の
利用児童数の
増加 

 
 保育サービスの提供手段の多様化の一つとして、家庭的保育（保育士

又は研修により市町村が認めた家庭的保育者が、保育所等と連携しな
がら自身の居宅等において３人以下（補助者がいる場合は５人以下）
の就業前児童を保育すること）事業を実施する市区町村に対し、必要
な経費の補助 

        

外
部
要
因 

 ３歳未満の児童数    
     
 潜在的需要    
     
 地方公共団体の取組    
   
 代替サービス    
   
 保育士等の資格者数 

  
   

       
        

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス

推
進
政
策
の
国
の
関
連
施
策
・

事
業 

 （厚）放課後児童健全育成事業費等 

補助金の交付 

 
放課後児童クラブの増
加 

放課後児童ク
ラブの登録児
童数の増加 

 
保育等の子育て
サービスを提供
している割合の
上昇 
（放課後児童ク
ラブ（小学１年
～３年）） 

 保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学しているおおむ
ね 10 歳未満の児童に対し、授業の終了後に適切な遊び及び生活の場を
提供する放課後児童クラブの運営のために必要な経費の補助 

   
 （厚）放課後児童クラブ整備費 

補助金の交付  放課後児童健全育成事業を実施するための施設の整備に要する経費の
補助 

   
 （厚）放課後子ども環境整備等事業費 

補助金の交付  学校の余裕教室等を改修して、新たに放課後児童クラブを設置する際
の改修等に必要な経費の補助 

       

外
部
要
因

 小学１年～３年の児童数     
      
 潜在的需要     
      
 地方公共団体の取組     
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⑬ 男性の育児休業取得率 
 

  ≪インプット≫ ≪アウトプット≫ ≪アウトカムの発現経路≫  ≪アウトカム≫ 
  事業     

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
推
進
政
策
の
国
の
関
連
施
策
・
事
業 

 （厚）男性の育児休業の取得促進 イクメンプロジェク

トＷｅｂサイトの運

営、フォーラム等の

開催 

男性従業員の育児休業取
得に対する意識の向上 

育児休業の取得を希望
する男性従業員の増加 

 

男性の育児休業
取得率の上昇 

 
父親の仕事と育児両立サイトにおいて男性の育児休業や育児の体験談
を紹介、広報資料の作成、配布など、制度の周知や啓発を実施 

        

 （厚）次世代育成支援対策に必要な経費 

周知・啓発、指導等
の実施 

一般事業主行動
計画の策定・実
施企業の増加 
子育てサポート
企業の増加 

仕事と育児
等の両立の
ための雇用
環境が整備
された企業
の増加 

育児休業を
取得できる
男性従業員
の増加 

 

 次世代育成支援対策推進法に基づき、企業における仕事と子育ての両立
を図るために必要な雇用環境の整備等に関する「一般事業主行動計画」
の策定・実施が適切に行われるとともに、「子育てサポート企業」の認
定件数の増加に向け、次世代育成支援対策推進センター等とも連携し
て、法の周知・啓発及び指導等を実施 

    

 （厚）均等・両立推進企業表彰（ファミリー・フレンドリー企業部門）

企業の表彰 

仕事と家庭の両
立のための雇用
環境整備に向け
た気運の醸成 

 
仕事と家庭のバランスに配慮した柔軟な働き方ができる企業を表彰 

    

 （厚）育児・介護休業法対策推進費 

指導等の体制整備、
不利益取扱いへの対
応 

育児・介護休業
法等に基づく制
度の適正な運用
を図る企業の増
加 

 改正育児・介護休業法に基づく制度の定着促進を図るとともに、企業へ
の適正な制度運用に関する指導等を行う体制を整備することにより、育
児休業等を理由とする解雇、退職勧奨等への不利益取扱いへの対応を実
施 

   

 （厚）安心して働き続けられる職場環境整備推進事業 

実態把握、相談・指
導等の実施 

 育児休業、介護休業制度の実態等、仕事と家庭の両立に係る各種制度の
実態の把握、問題点の分析・検討を行うとともに、法に基づく制度の普
及・定着及び適正な運用を図るための相談・指導等を実施 

   

 （厚）夜間･土曜日均等法、育介法、パート法等電話相談事業 

夜間・土曜日におけ
る相談対応及び情報
提供 

 フリーダイヤルを設置し、全国からの男女雇用機会均等法、育児･介護
休業法、パートタイム労働法等に関する労働者、事業主等からの相談に
対して、労働関係法令の専門知識を持つ相談員が電話、ＦＡＸで相談対
応及び情報提供を実施 

    

 （厚）両立支援に関する雇用管理改善事業 

ベストプラクティス
の収集、アドバイス
等の実施、両立支援
総合サイトの構築 

仕事と育児等の
両立のための雇
用管理改善を図
る企業の増加 

 短時間勤務者や育児休業取得者等に関する処遇等について、先進企業の
取組のベストプラクティスを収集し、雇用管理のノウハウを抽出・普及
を行うとともに、両立支援アドバイザーによる賃金等の処遇や代替要員
の配置等の雇用管理改善に向けたアドバイス等を行う。また、これまで
一元化されていなかった両立支援に関するウェブサイトを整理・統合
し、両立支援総合サイトを構築 

    

 （厚）両立支援助成金（子育て期短時間勤務支援助成金） 

助成金の支給 

子を養育する労
働者のための短
時間勤務制度を
運用する企業の
増加 

 
事業主が小学校就学前（小規模事業主は３歳）までの子を養育する労働
者が利用できる短時間勤務制度を設け、利用者が出たときに助成金を支
給 

    

 （厚）両立支援助成金（事業所内保育施設設置・運営等支援助成金） 

助成金の支給 

事業所内保育施
設を設置・運営
する企業等の増
加 

 
労働者のための保育施設を事業所内に設置、増築、運営を行う事業主又
は事業主団体に、その費用の一部を助成 

    

 （厚）安心して働き続けられる職場環境調査研究事業 

調査研究報告書の作
成 

仕事と家庭の両
立を推進するた
めの現状・課題
等への改善方策
の検討・実施 

 
育児休業制度の実態等仕事と家庭の両立に係る各種制度の実態把握、問
題点の分析のための調査を民間団体に委託 

       

 （厚）中小企業両立支援助成金（代替要員確保コース） 

助成金の支給 

育児休業制度等
を運用する中小
企業の増加 

仕事と育児
等の両立の
ための雇用
環境が整備
された中小
企業の増加 

育児休業を
取得できる
中小企業の
男性従業員
の増加 

 

 事業主が育児休業取得者の代替要員を確保し、育児休業取得者を原職等
に復帰させたときに助成金を支給 

   

 （厚）中小企業両立支援助成金（休業中能力アップコース） 

助成金の支給 
 事業主又は事業主団体が、育児休業又は介護休業取得者を円滑に職場復

帰させることを目的とした能力の開発及び向上に関するプログラムを
実施したときに助成金を支給 

   

 （厚）中小企業両立支援助成金（中小企業子育て支援助成金） 

助成金の支給  一定の要件を備えた育児休業を実施する中小事業主に対し、初めて育児
休業取得者が出たときに助成金を支給 

   

 （厚）中小企業両立支援助成金（継続就業支援コース） 

助成金の支給 
 事業主が育児休業取得者を原職等に復帰させ、育児休業など職業生活と

家庭生活との両立を支援するための制度を利用しやすい職場環境の整
備のため、研修等を実施したときに助成金を支給 

        

外
部
要
因 

 家計の収入構造      

       

 妻の就業形態      

       

 個人の意識      

       

 家族構成      

       

 企業側の意識・取組      

       

 企業規模      

       

 育児休業期間の所得補填率      

       

 地方公共団体の取組      
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⑭ ６歳未満の子どもをもつ夫の育児・家事関連時間 
 

  ≪インプット≫ ≪アウトプット≫  ≪アウトカムの発現経路≫  ≪アウトカム≫ 

  事業        

ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
推
進
政
策
の
国
の
関
連
施
策
・
事
業 

 （厚）男性の育児休業の取得促進 
イクメンプロジェクト

Ｗｅｂサイトの運営、フ

ォーラム等の開催 

 父親の育児参加に関する意識の向上  

育児・家事等

を積極的に

行う父親の

増加 

 

６歳未満の子ど

もをもつ夫の育

児・家事関連時

間の増加 

 イクメンプロジェクトＷｅｂサイトにおいて、男性の育児休業や

育児の体験談を紹介、広報資料の作成、配布など、制度の周知や

啓発を実施 

       

 （文）子どもの生活習慣づくり支援事業 

企業、地方公共団体等に

よる「早寝早起き朝ごは

ん」国民運動の実施 

 

子どもの生活

習慣づくりに

関する保護者

の意識の向上 

子どもの生活

に合わせて自

分の生活や働

き方を見直す

父親の増加 

 
 

子どもの基本的な生活習慣づくりに関して、社会全体の問題とし

て理解や取組を促進するため、全国的な普及啓発を実施 

       

 （文）学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業（家

庭教育支援） 補助金の交付  

父親向けの子

育て講座の増

加 

子育てに関す

る父親の意識

の向上 

 

 市町村が実施する家庭教育支援に資する事業に対する補助 

       

 （文）総合型地域スポーツクラブ育成推進事業 

総合型クラブ育成アド

バイザーの養成・派遣、

情報提供の実施 

 
親子で参加で

きる総合型地

域スポーツク

ラブの増加 
父親が育児に

関わる機会の

増加 

 

 地域住民による多世代・多種目・多志向の自主的なスポーツクラ

ブである総合型地域スポーツクラブ（総合型クラブ）を推進する

ため、クラブ育成アドバイザーによる総合型クラブの巡回・指導、

情報提供等を実施 

     

 （文）青少年の体験活動の推進 フォーラム・「生活体験

学校」の開催、自然体験

活動指導者の養成 

 親子で参加で

きる自然体験

活動の増加 

 青少年の体験活動の推進を図るため、家庭や企業などへの普及啓

発に取り組むとともに、自然体験活動の指導者育成等を実施 

          

外
部
要
因 

 個人の労働時間       

        

 個人の意識       

        

 妻の就業形態       

        

 職場の雰囲気       

        

 家族構成       

        

 地方公共団体の取組       
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ワーク・ライフ・バランスの推進に関するアンケート調査の概要 

 

１ 調査票の種類 

 ① ワーク・ライフ・バランスの推進に関するアンケート調査[事業所調査票]（別添参照） 

 ② ワーク・ライフ・バランスの推進に関するアンケート調査[就業者調査票]（別添参照） 

  

２ 調査対象等 

（１）調査対象数 

  ① 事業所  5,000事業所（回収数 1,859事業所、到達数 4,950事業所、回収率 37.6％） 

  ② 就業者  12,000人（回収数 12,000人） 

   

（２）選定方法 

  ① 事業所 

統計局が管理する事業所母集団データベースを抽出名簿として、所在地の地域別（東京都特別区及び政

令市とそれ以外の地域の２区分）及び企業規模別（従業員数ごとに６区分）に12区分し、調査対象数を既

存統計に基づく割合で案分した数を無作為抽出 

  ② 就業者 

就業者を、ⅰ）男女別、ⅱ）住所地の地域別（東京都特別区及び政令市とそれ以外の地域）、ⅲ）就業形

態別（正規従業員と非正規従業員）、ⅳ）勤務先の企業規模別（中小事業所又は個人事業主・大事業所又は

官公庁）、ⅴ）６歳未満の子どもの有無別に32区分し、調査対象数を既存統計に基づく割合で案分した数を

無作為抽出 

  

３ 調査方法 

 ① 事業所  総務省から報告者に調査票を郵送により配布し、郵送で回収 

 ② 就業者  調査票を報告者に民間事業者を通じてオンラインで配布し、オンラインで回収 

     

４ 実施時期  

① 事業所  平成24年７月２日～平成24年７月20日 

② 就業者  平成24年７月11日～平成24年７月20日 

資料５ 
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企業名： 

事業所名： 

 

ワーク・ライフ・バランスの推進に関するアンケート調査 

［事業所調査票］ 

Ⅰ 基本事項 

１ 貴事業所の類型 ア 単独事業所   イ 本社等   ウ 支所等 

２ 貴企業全体の従業員数      人  

 

うち、貴事

業所に所

属する従

業員数 

正規の従業員数 男性：    人、 女性：    人 

 うち管理職員数 男性：    人、 女性：    人 

非正規の従業員数 男性：    人、 女性：    人 

３ 業種 
ア 卸売業  イ 小売業  ウ サービス業  

エ 製造業・その他の業種 

４ 資本金等の額      万円 （千の位を四捨五入してください。）  

５ 前々期と比較した前期の

決算 

ア 増収増益  イ 増収減益  ウ 減収増益  

エ 減収減益 

６ 労働組合の組織率        ％   

◆ 記入上の注意 

１ 本調査票は、貴事業所の状況について、総務部門を担当している方が、記入してくだ

さい。 

２ 記入に当たっては、別紙「記入の仕方」をご参照ください。 

３ 回答欄にあらかじめ記号が印刷してある問は、該当する記号を〇で囲んでください。 

４  特に記載のない問については、平成 24 年３月１日現在の状況を記入してください。 

５ ワーク・ライフ・バランスとは、「仕事と生活の調和」をいいます。 

この調査票は、統計以外の目的に

使用されることはありませんの

で、ありのままに記入願います 

 
 

Ⅱ 質問事項 

１ 労働時間の縮減や年次有給休暇取得の促進について 

国は、企業における労働時間等の課題について労使が話し合う機会の増加、週労働時間

60 時間以上の雇用者の割合の縮減、年次有給休暇取得率の向上に向けた取組を推進してい

ます。 

また、企業は、労使で長時間労働の抑制、年次有給休暇の取得促進など、労働時間等の

設定改善のための労働の見直しや要員確保に取り組むこととされています。これに関連し

て、貴事業所における取組状況等についてお尋ねします。 

  

≪問１から問５までは、全ての事業所にお尋ねします。≫ 

問１  貴事業所では、従業員の労働時間の縮減や年次有給休暇の取得促進を図るため、労使

で話し合う機会を設けていますか。 

 

 

問１－１ 平成 23 年度に、貴事業所において従業員の労働時間の縮減や有給休暇の取得

促進を図るための労使の話し合いは何回行われましたか。 

                                        回 

 

問２ 貴事業所では、時間外労働の削減のための取組を行っていますか。 

 

 

問２－１ 貴事業所における時間外労働の削減のための取組はどのようなものですか。

（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

問３ 貴事業所では、年次有給休暇の取得促進のための取組を行っていますか。 

 

 

  

ア 設けている   イ 設けていない  問２へ進んでください。  

 

ア 行っている   イ 行っていない  問３へ進んでください。  

ア ノー残業デーやノー残業ウィークを設置 

イ 時間外労働における割増賃金率を法令で定められた以上の率に設定 

ウ 残業を事前に承認する制度の導入 

エ 従業員間の労働時間の平準化を実施 

オ その他 

ア 行っている   イ 行っていない   問４へ進んでください。  
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問３－１ 貴事業所における年次有給休暇の取得促進のための取組はどのようなもので

すか。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

問４ 貴事業所の従業員１人当たりの平成 24 年３月（１か月間）の平均所定外労働時間数

は何時間ですか。（小数点第１位まで記入） 

                                      時間 

 

問５ 貴事業所の従業員に対して平成 23 年度に付与した年次有給休暇の総日数は何日です

か。 

                                      日 

問６ 貴事業所の従業員が平成 23 年度に取得（消化）した年次有給休暇の総日数は何日で

すか。（小数点第１位まで記入） 

日  

         

≪問７から問７－２までは、中小企業の単独事業所及び中小企業の本社等にお尋ねします≫ 

問７ 厚生労働省は、企業における時間外労働の削減や年次有給休暇の取得を促進するため、

これらの改善に取り組む中小企業のための助成金制度（職場意識改善助成金制度）を創

設していますが、この助成金制度を知っていますか。 

 

 

問７－１ 貴事業所では、職場意識改善助成金制度を活用したことがありますか。 

 

 

   

 

問７－２ 職場意識改善助成金を活用したことがない理由として最も該当するのは 

何ですか。 

 

 

 

 

 

    ． 

ア 知っている   イ 知らない    問８へ進んでください。 

ア 年次有給休暇の計画的付与制度の導入 

イ 年次有給休暇取得率の目標の設定 

ウ 週休日と年次有給休暇とを組み合わせた２週間程度の長期休暇の取得促進 

エ 労使の話し合いの機会において年次有給休暇取得状況を確認する制度の導入 

オ 年次有給休暇の時間単位付与制度の導入 

カ その他 

ア 提出書類が多いなど申請手続の負担が大きいため 

イ 日常業務に追われており手続を行える者がいないため 

ウ どこに相談や問い合わせをしていいのか分からないため 

エ 申請しても助成金を受給できるかどうかか分からないため 

オ その他 

ア 活用したことがある   問８へ進んでください。 

イ 活用したことはない   問７－２へ進んでください。 

ウ 分からない       問８へ進んでください。 

    ． 

 
 

ア メンタルヘルスケアについて、安全衛生委員会等での調査審議 

イ メンタルヘルスケアに関する計画の策定と実施 

ウ メンタルヘルスケアの実務を行う担当者の選任 

エ 従業員への教育研修・情報提供 

オ 管理監督者への教育研修・情報提供 

カ 事業所内の産業保健スタッフへの教育研修・情報提供 

キ 職場環境等の評価及び改善 

ク 社内のメンタルヘルスケア専用窓口の設置 

ケ 社外のメンタルヘルスケア専用窓口の設置 

コ 従業員のストレス状況などについて調査票を用いて調査 

サ  職場復帰における支援（職場復帰支援プログラムの策定を含 

む。） 

シ 地域産業保健センターを活用したメンタルヘルスケアの実施 

ス 都道府県産業保健推進センターを活用したメンタルヘルスケア 

の実施 

セ 外部の医療機関を活用したメンタルヘルスケアの実施 

ソ 上記「シ」「ス」「セ」以外の外部機関を活用したメンタルヘル 

スケアの実施 

タ その他 

２ メンタルヘルスケアについて 

国は、メンタルヘルスケア（従業員の心の健康を保持増進するための措置）として、メ

ンタルヘルスに関する措置を受けられる職場の割合を増加させるための取組を推進してい

ます。これに関連して、貴事業所における取組状況等についてお尋ねします。 

 

≪問８から問 14 までは、全ての事業所にお尋ねします。≫ 

問８ 貴事業所では、従業員に対するメンタルヘルスケアに取り組んでいますか。 

 

 

問８－１ 貴事業所で取り組んでいるメンタルヘルスケアはどのようなものですか。 

（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

  

問 10 へ                                              

進んで

くださ

い。       

 

 

 

 

 

 

 

    

 （注）用語については、「記入の仕方」を参照してください。 

 

問９ 貴事業所でメンタルヘルスケアに取り組んでいない理由は何ですか。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

ア 取り組んでいる  イ 取り組んでいない   問９へ進んでください。  

ア 取組内容や方法が分からないため 

イ 取組に費用が掛かるため 

ウ 取組の必要性がない（必要性を感じていない）ため 

エ  取組のための専門スタッフがいないため 

オ その他 
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問 10 貴事業所において、発症時期を問わず、メンタルヘルス不調を理由として、平成 23

年度中に連続して１か月以上休業した従業員はいますか。 

 

 

                  

      

 

問 10－１ 平成 23 年度中に連続して１か月以上休業した従業員は何人ですか。 

                                    人 

 

問 10－２ 平成 23 年度中に連続して 1 か月以上休業した従業員のうち、平成 23 年度中

に職場復帰したのは何人ですか。 

                                    人 

 

問 11 貴事業所において、発症時期を問わず、メンタルヘルス不調を理由として、平成 23

年度中に退職した従業員はいますか。        

 

 

                        

 

問 11－１ 平成 23 年度中に退職した従業員は何人ですか。 

                                    人 

      

問 12 厚生労働省では、メンタルヘルスケアに取り組む企業を支援するため、メンタルヘ

ルスケアに関する相談機関の設置や情報提供を行っています。 

   厚生労働省が実施している次の支援についてお尋ねします。 

 

問12－１ 各都道府県に設置されているメンタルヘルス対策支援センターにおける支援

事業を知っていますか。 

 

 

 問 12－１-１ 貴事業所では、同センターの支援事業を利用したことがありますか。 

 

 

 

ア いる    問 10－１へ進んでください。   

イ いない     問 11 へ進んでください。 

ウ 分からない    

ア いる     問 11－１へ進んでください。 

イ いない 

ウ 分からない   

ア 知っている  イ 知らない   問 12－２へ進んでください。

ア はい     イ いいえ  

問 12 へ進んでください。 

 
 

問 12－２ 厚生労働省ホームページに設置されたポータルサイト「こころの耳」による

情報提供を知っていますか。 

 

 

 

問 12－２-１ 貴事業所では、同ポータルサイトを利用したことがありますか。 

 

 

問 12－３ 各都道府県に設置された地域産業保健センターにおけるメンタルヘルスの支

援事業を知っていますか。 

 

 

 

 

３ 短時間正社員制度について 

国は、多様な働き方を推進するため、企業における短時間正社員制度の導入促進のため

の取組を行っています。これに関連して、貴事業所における取組状況等についてお尋ねし

ます。 

 

問 13 貴事業所では、短時間正社員制度を導入していますか。 

 

 

 

問 13－１ 貴事業所で、平成 24 年３月１日現在、短時間正社員制度を利用している従業

員はいますか。 

 

 

問 13－２ 貴事業所で、平成 24 年３月１日現在、短時間正社員制度を利用している従業

員は何人ですか。 

                                        人 

  

ア 導入している イ 導入していない   問 14 へ進んでください。  

ア いる   イ いない   問 13－４へ進んでください。 

ア 知っている  イ 知らない   問 12－３へ進んでください。 

ア はい     イ いいえ  

ア 知っている  イ 知らない  
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問 13－３ 平成 24 年３月１日現在、短時間正社員制度を利用している従業員の、制度利

用前の就業形態はどのようなものでしたか。就業形態別に人数を記載してくださ

い。 

  （注）アからエの合計が問 13－２の回答と一致します。 

 

ア フルタイムの正規従業員                     人 

 

イ 非正規従業員                          人 

 

ウ 定年延長したフルタイムの正規従業員               人 

 

エ 短時間正社員として新規採用                   人 

 

オ その他                             人 

 

 

問 13－４ 貴事業所において、フルタイムの正規従業員が短時間正社員制度を利用できる

要件はどのようなものですか。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 14 厚生労働省は、企業における短時間正社員制度の導入を促進するため、企業を対象

とした各種支援を実施しています。厚生労働省が行っている次の支援についてお尋ねし

ます。 

 

≪問 14－１及び問 14－１－１は、単独事業所及び本社等にお尋ねします。≫ 

問 14－１ 企業における短時間正社員制度の導入を推進するための奨励金である「均衡

待遇・正社員化推進奨励金（短時間正社員制度）」又は「短時間労働者均衡待遇

推進等助成金（短時間正社員制度導入促進等助成金）」を知っていますか。 

 

 

                  

 

 

 

ア 育児（３歳未満の子の養育）をする場合 

イ 育児（３歳以上の子の養育）をする場合 

ウ 介護をする場合 

エ 自己啓発、地域活動をする場合 

オ 病気治療等の場合 

カ その他 

ア 知っている  イ 知らない   問 14－２へ進んでください。

 
 

問 14－１－１ 貴事業所では、「均等待遇・正社員化推進奨励金（短時間正社員制度）」 

又は「短時間労働者均衡待遇推進等助成金（短時間正社員制度導入促進等

助成金）」を受給したことがありますか。 

 

 

≪問 14－２から問 18 までは、全ての事業所にお尋ねします。≫ 

問 14－２ 企業における短時間正社員制度の導入を推進するためのインターネットサイ

トである「短時間正社員制度導入支援ナビ」を知っていますか。 

 

 

                  

 問 14－２－1 貴事業所では、同インターネットサイトを利用したことがありますか。 

 

 

問 14－３ 企業における短時間正社員制度の導入を推進するためのマニュアルである

「短時間正社員制度導入マニュアル」を知っていますか。 

 

 

   問 14－３－１ 貴事業所では、同マニュアルを利用したことがありますか。 

 

 

 

４ 女性の継続就業について 

国は、第１子出産前後の女性の継続就業率の向上に向けて、次世代育成支援対策推進法

や育児・介護休業法を制定し、仕事と育児のための両立支援制度の整備を実施しています。

これに関連して、貴事業所における取組状況等についてお尋ねします。 

問 15 貴事業所において、平成 23 年度に出産し、平成 24 年３月 31 日現在も勤務を継続し

ている女性従業員（産後休暇中、育児休業中で復職予定の方も含む。）はいますか。 

 

 

問 15－１ 平成 23年度に出産して平成 24年３月 31日現在も勤務を継続している女性従

業員（産後休暇中、育児休業中で復職予定の方も含む。）は何人ですか。 

                                       人 

     

問 16  貴事業所において、平成 23 年度に妊娠・出産を理由に退職した女性従業員はいます

か。 

 

 

ア はい     イ いいえ 

ア いる   イ いない  問 16 へ進んでください。  

ア いる   イ いない  問 17 へ進んでください。 

ア 知っている  イ 知らない  問 14－３へ進んでください。 

ア はい     イ いいえ  

ア 知っている  イ 知らない  問 15 へ進んでください。  

ア はい     イ いいえ   
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ア 出生した日から「１歳未満」まで 

イ 出生した日から「１歳以上１歳６か月未満」まで（育

児・介護休業法第５条第３項及び同法施行規則第４条の

２に基づき一定の要件を満たす場合に限り、当該期間を

対象としているものを含む。） 

ウ 出生した日から「１歳６か月以上３歳未満」まで 

エ 出生した日から「３歳以上小学校就学前」まで 

オ 出生した日から「小学校就学後」まで 

カ その他 

問 16－１ 平成 23 年度に妊娠・出産を理由に退職した女性従業員は何人ですか。  

人  

 問 17 貴事業所では、就業規則等において、育児休業の取得に関する規定はありますか。 

 

 

問 17－１ 就業規則等において、育児休業は、何歳（どの時期）までの子どもを養育す

る従業員を対象としていますか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 17－２ 就業規則等において、育児休業の取得に関する規定がない理由は何ですか。 

 

 

 

 

 

問 18 貴事業所では、育児・介護休業法に基づく育児のための両立支援制度について、都道

府県労働局からの支援（制度の周知や相談等）を受けたことがありますか。 

 

 

 

 

 

≪問 19 から問 20 までは、企業全体の従業員数が 101 人以上の企業の単独事業所及び同企業

の本社等にお尋ねします。≫ 

問 19 貴事業所では、次世代育成支援対策推進法に基づく、一般事業主行動計画を策定して

いますか。 

                  

ア はい     イ いいえ   問 17－２へ進んでください。 

ア 規定する必要があることを知らなかったため 

イ 規定する必要性がなかったため 

ウ その他 

ア 策定している  イ 策定していない    問 19－２へ進んでください。 

企業全体の従業員数が 101 人以上である事業所は、

問 19 へ進んでください。 

企業全体の従業員数が 100 人以下である事業所は、

問 23 へ進んでください。 

ア はい     

イ いいえ 

問 18 へ進んでください。 

 
 

ア 出生した日から「３歳未満」まで 

イ 出生した日から「３歳以上小学校就学前」まで 

ウ 出生した日から「小学校就学後」まで 

エ その他 

問 19－1 策定した一般事業主行動計画について、従業員へ周知（事業所の見やすい場

所への掲示、従業員への交付、電子メールによる送付等）していますか。 

                         

 

 

問 19－１－１ 策定した一般事業主行動計画について、従業員へ周知していない理

由は何ですか。 

 

                                        問20へ進

んでくだ

さい。 

 

 

問 19－２ 一般事業主行動計画を策定していない理由は何ですか。（複数回答可） 

 

                                     

                                 

 

 

問 20 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定等について、都道府

県労働局からの支援（制度の周知や相談等）を受けたことがありますか。 

 

 

≪問 21 から問 22－２までは、企業全体の従業員数が 101 人以上の企業の事業所にお尋ねし

ます。≫ 

問 21 貴事業所では、就業規則等において、子育て期の従業員に対する所定外労働の免除

に関する規定はありますか。 

 

 

 

問 21－１ 就業規則等において、子育て期の従業員に対する所定外労働時間の免除は、

何歳（どの時期）までの子どもを養育する従業員を対象としていますか。 

 

問 22 へ進んで 

ください。 

                     

 

 

ア はい     イ いいえ  問 21－２へ進んでください。 

ア 策定に向けた作業に手が回らないため 

イ 策定に必要な知識・ノウハウがないため 

ウ 策定が必要なことを知らなかったため 

エ その他 

ア はい     イ いいえ 

ア 周知している    問 20 へ進んでください。  

イ 周知していない 

ア 従業員への周知の必要があることは知っていたが、周知 

するまでに至っていなかったため 

イ 従業員への周知が必要であることを知らなかったため 

ウ その他 
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ア 出生した日から「３歳未満」まで 

イ 出生した日から「３歳以上小学校就学前」まで   

ウ 出生した日から「小学校就学後」まで 

エ その他 

問 21－２ 就業規則等において、子育て期の従業員に対する所定外労働時間の免除に関

する規定がない理由は何ですか。 

 

 

 

 

 

問 22 貴事業所では、就業規則等において、子育て期の従業員に対する所定労働時間の短

縮措置（短時間勤務制度）に関する規定はありますか。 

 

 

問 22－１  就業規則等において、子育て期の従業員に対する所定労働時間の短縮措置（短

時間勤務制度）は、何歳（どの時期）までの子どもを養育する従業員を対象と

していますか。 

 

 

 

 

 

問22－２ 就業規則等において、子育て期の従業員に対する所定労働時間の短縮措置（短

時間勤務制度）について規定していない理由は何ですか。 

 

 

 

 

 

 

≪問 23 から問 23－２までは、企業全体の従業員数が 100 人以下の企業の事業所にお尋ねし

ます。≫ 

問 23 貴事業所では、就業規則等において、子育て期の従業員に対する勤務時間短縮等の措

置（短時間勤務制度、フレックスタイム制度、時差出勤の制度、所定外労働の免除制度、

事業内保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与又は育児休業に準ずる制度）

に関する規定はありますか。 

 

 

  

ア はい     イ いいえ  問 22－２へ進んでください。 

ア 規定する必要があることを知らなかったため 

イ 規定する必要性がなかったため 

ウ その他 

ア はい   イ いいえ  問 23－２へ進んでください。 

ア 規定する必要があることを知らなかったため 

イ 規定する必要性がなかったため 

ウ その他 

これで質問は終わりで

す。 

これで質問は終わりです。 

 
 

ア 規定する必要があることを知らなかったため 

イ 規定する必要性がなかったため 

ウ その他 

問 23－１ 就業規則等において、子育て期の従業員に対する勤務時間短縮等の措置は、

何歳（どの時期）までの子どもを養育する従業員を対象としていますか。 

 

 

 

 

 

 

問 23－２ 就業規則等において、子育て期の従業員に対する勤務時間短縮等の措置につ

いて規定していない理由は何ですか。 

 

 

 

 

 

御協力ありがとうございました。 

お手数ですが、記入漏れがないかもう一度ご確認をいただいた上で、同封の返信用封

筒（切手は不要です。）にこのアンケート調査票を入れて、平成 24 年〇月〇日（〇）ま

でに投函願います。 

  

 

 

ア 出生した日から「３歳未満」まで 

イ 出生した日から「３歳以上小学校就学前」まで 

ウ 出生した日から「小学校就学後」まで     

エ その他 

これで質問は終わりです。 
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ワーク・ライフ・バランスの推進に関するアンケート調査 

    [就業者調査票] 
 

※ 特に記載がない問については、平成 24 年３月１日現在の状況を記入してください。 

 

Ⅰ 基本事項 

① あなたの職種 

ア 管理的職業従事者  イ 専門的・技術的職業従事者 

ウ 事務従事者    エ 販売従事者   

オ サービス職業従事者 カ 保安職業従事者 

キ 農林漁業従事者  ク 生産工程従事者 

ケ 輸送・機械運転従事者 コ 建設・採掘従事者  

サ 運搬・清掃・包装等従事者  シ その他 

② 年収 

(注) 平成23年に勤務先

から得た給与総額を

記入してください。 

 

      百万円 

（十万の位で四捨五入して記入してください。50 万円未満の

方は、０と記入してください。） 

③ 年齢 
 

       歳 

④ 配偶者の有無 ア 有  イ 無 

⑤ 最終学歴 
ア 中学校 イ 高校 ウ 専修学校  

エ 短大・高専  オ 大学  カ 大学院 

 

  

 
 

Ⅱ 質問項目 

１ 労働時間及び年次有給休暇について 

国は、ワーク・ライフ・バランスを推進するため、週労働時間が 60 時間以上の労働者

の削減や年次有給休暇の取得向上に取り組んでいます。これに関連して、あなたの労働時

間等の状況についてお伺いします。 

 

問 1 あなたが、平成 24 年３月（１か月間）に、実際に仕事をした時間（残業時間を含

む。）は何時間でしたか。 

(注) 時間の端数は、30 分以上は切り上げ、30 分未満は切り捨ててください。 

（参考） 平成 24 年３月の勤務時間（祝日を除く月曜日から金曜日に１日８時間勤務

した場合）は 168 時間になります。 

                               時間 

 

問２ 平成 23 年４月から 24 年３月までの間、あなたは、所定外労働（残業）をどの程度

行いましたか。 

 

 

 

 

 

問２－１ あなたが、残業を行う理由は何ですか。最も該当するものに○を記入してくだ

さい。 

 

 

 

 

 

  

 

ア ほぼ毎日行った  

イ 時々行った  

ウ ほとんど行わなかった   問３へ進んでください。 

問２－１へ進んでください。 

ア 業務量が多いため 

イ 業務の繁閑の差が激しいため 

ウ 仕事の性質上、所定外でなければできない仕事があるため 

エ 早く帰りにくいため（職場の雰囲気） 

オ 残業をすることが仕事の評価につながるため 

カ 残業手当を増やしたいため 

キ 仕事が楽しいため 
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問３ あなたは、現在の労働時間（残業を含む。）について、不満やストレスを感じていま

すか。 

 

 

 

 

 

 

問４ 平成 23 年４月から 24 年３月までの間に新たに付与された年次有給休暇は何日です

か。 

(注) 前年からの繰り越し分は含めないでください。 

                                日 

 

問５ あなたが平成23年４月から24年３月までに取得した年次有給休暇は何日でしたか。 

(注) 半日単位又は時間単位年休で取得（消化）した分は、足し上げて日数に換算し、

四捨五入して記入してください。 

                                   日 

 

問６ あなたは、現在の年次有給休暇の取得状況についてどのようにお考えですか。 

 

 

 

 

問６－１ あなたが、年次有給休暇を希望どおり取得できない理由は何ですか。最も該当

するものに○を記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 希望どおりに取得している   問７へ進んでください。 

イ 希望どおり取得できていない    

ア 非常に感じている 

イ やや感じている 

ウ あまり感じていない 

エ まったく感じていない 

ア 業務量が多く休めないため 

イ 周囲の人に迷惑がかかるため 

ウ 他の人では、自分の仕事が分からないため 

エ 病気等のために残しておきたいため 

オ 取得しにくいため（職場の雰囲気など） 

カ 上司からの評価が心配であるため 

 

 
 

 

２ 短時間正社員制度について 

 国は、ワーク・ライフ・バランスを推進するため、企業等に対して短時間正社員制度の

導入を奨励・支援しています。これに関連して、あなたの勤務先における短時間正社員制

度の導入状況や利用状況についてお伺いします。 

（注）「短時間正社員」とは、フルタイム正社員と比べて、所定労働時間が短い又は所定

労働日数が少ない正規の従業員であって、期間の定めのない労働契約を締結し、時間

当たりの基本給、賞与・退職金等の算定が同一事業所に雇用される正規従業員と同等

である者をいい、このような働き方を制度化することを「短時間正社員制度」といい

ます。 

 

問７ あなたの勤務先では、短時間正社員制度を導入していますか。 

 

                     

            

                

 

問７－１ あなたは、現在、短時間正社員制度を利用していますか。 

 

 

 

問７－２ あなたが、短時間正社員になった経緯はどのようなものですか。 

 

 

 

 

 

 

 

問７－３ あなたが、短時間正社員になった理由は何ですか。（複数回答可） 

 

 

 

 

                              問８へ進んで 

                                ください。 

 

 

ア 導入している   問７－１へ進んでください。 

イ 導入していない    

ウ 分からない     

ア 利用している  イ 利用していない    問７－４へ進んでください。 

ア フルタイムの正規従業員から短時間正社員になった 

イ 非正規従業員から短時間正社員になった 

ウ フルタイムの正規従業員から定年延長して短時間正社員になった 

エ 短時間正社員として採用された 

オ その他 

ア 育児（３歳未満の子の養育）のため 

イ 育児（３歳以上の子の養育）のため 

ウ 介護のため 

エ 自己啓発、地域活動のため 

オ 病気治療等のため 

カ 勤務先の事情（勤務先から勧められた、短時間正社員と

してのみ採用枠があった等） 

キ その他 

問７－５へ進んでください。 
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ア 利用する必要性がないため   問８へ進んでください。  

イ 利用する必要性はあるが、勤務先が定める制度利用の要件に 

該当しないため   

ウ 利用する必要性があり、勤務先が定める制度利用の要件にも 

該当しているが、仕事の進め方や処遇面などに不安があるため   

エ その他            問８へ進んでください。 

 

問７－４ あなたが短時間正社員制度を利用しない理由は何ですか。 

  

 

 

 

 

 

 

 

問７－５ もし、あなたの勤務先が、短時間正社員制度を導入し、あなたがその要件に

該当したら、今すぐ短時間正社員制度を利用したい（短時間正社員になりたい）

ですか。 

 

 

 

問７－６ あなたが、短時間正社員制度を利用したい（短時間正社員になりたい）理由

は何ですか。（複数回答可） 

  

 

 

 

 

 

 

 

問８ 国（厚生労働省）では、企業における「短時間正社員制度」の導入支援を行うため、

短時間正社員制度の概要や取組事例、導入手順等についての情報提供を行う支援サイ

ト「短時間正社員制度導入支援ナビ」を開設しています。 

あなたは、この「短時間正社員制度導入支援ナビ」を知っていますか。 

 

 

 

問８－１ あなたは、短時間正社員制度導入支援ナビを閲覧したことがありますか。 
 

  

ア 利用したい  イ 利用する必要がない   問８へ進んでください。 

ア 育児（３歳未満の子の養育）のため 

イ 育児（３歳以上の子の養育）のため 

ウ 介護のため 

エ 自己啓発、地域活動のため 

オ 病気治療等のため 

カ その他 

ア 知っている   イ 知らない      問９へ進んでください。 

ア 閲覧したことがある イ 閲覧したことはない   問９へ進んでください。  

問７－６へ

進んでくだ

さい。 

 
 

  問８－２ 短時間正社員制度導入支援ナビは、役に立ちましたか。 

   

 

 

 

 

 

４ 自己啓発について  

 国は、ワーク・ライフ・バランスを推進するため、自己啓発を行っている労働者の割合

を増加させる取組を進めています。これに関連して、あなたの自己啓発の実施状況等につ

いてお伺いします。 

（注） 自己啓発とは、職業生活を継続するため、職業に関する能力を自発的に開発・向

上させるための活動をいいます。なお、職業に関係のない趣味、娯楽、健康増進の

ためのスポーツ等は含まれません。 

 

問９ あなたは、現在、自己啓発を行っていますか。 

 

 

 

 

問９－１ あなたが、自己啓発を行っていない理由は何ですか。（複数回答可） 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

問９－２ あなたは、今後、自己啓発を行いたいですか。 

 

 

 

問 10 あなたの勤務先には、自己啓発のため有料講座を受講した場合の受講料の補助制度

はありますか。 
 
 
 
 
 

ア 行っている    問 10 へ進んでください。 

イ 行っていない     

ア 仕事が忙しく時間的余裕がないため 

イ 家事・育児が忙しく時間的余裕がないため 

ウ 費用が掛かるため 

エ 自分の目指すキャリアに見合った自己啓発の方法が分からないため 

オ 適当な教育訓練機関が見つからないため 

カ 勤務先からの支援（授業料の補助、休暇制度等）がないため 

キ その他 

ア 行いたい   イ 行いたくない 

ア ある     問 10－１へ進んでください。 

イ ない   

ウ わからない 

ア とても役に立った  

イ 役に立った  

ウ あまり役に立たなかった   

エ 全く役に立たなかった 

問 11 へ進んでください。 
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問 10－１ あなたは、勤務先の受講料の補助制度を利用していますか。 

 

 

 

 

問 11  あなたの勤務先には、自己啓発のための休暇制度はありますか。 

 

 

 

 

 

問 11－１ あなたは、勤務先の自己啓発のための休暇制度を利用していますか。 

 

 

 

 
 
問 12  あなたは、キャリア・コンサルティングを受けたことがありますか。 

(注) 「キャリア・コンサルティング」とは、専門的な知識・経験を有するコンサルタン

トが行う職業相談その他の支援であり、個人の職業生活設計や職業選択、職業訓練等

の職業能力開発の支援を行うことをいいます。 
 
 
 

 
問 13  あなたは、教育訓練給付金を受給したことはありますか。 

(注) 「教育訓練給付金」とは、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した方が、

公共職業安定所（ハローワーク）に申請をした場合に、教育訓練施設に支払った教育

訓練経費の一定割合に相当する額（上限あり）をハローワークから支給されるもので

す。 
 
 
 

 

 

  

ア ある   イ ない  ウ わからない 

ア ある   イ ない  

ア ある     問 11－１へ進んでください。 

イ ない   

ウ わからない 問 12 へ進んでください。 

ア 利用している 

イ 利用していない 

ア 利用している 

イ 利用していない 

 
 

５ 転職、就労について 

あなたの就業状況等についてお伺いします。 

 

≪問 14 は、現在の就業形態が「非正規の従業員（パート・アルバイト）」又は「非正規の

従業員（派遣社員、契約社員・嘱託、その他」）の方にお伺いします。≫ 

問 14 あなたが「非正規の従業員（パート・アルバイト）」又は「非正規の従業員（派遣

社員、契約社員・嘱託、その他」となった理由は何ですか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪問 15 から問 15－３は、全ての人に伺います。≫ 

問 15 あなたは、過去５年間に離職、転職、就職したことがありますか。           

                              

                            

      

 問 15－１ あなたが現在の仕事に就く前の就業形態はどのようなものでしたか。 

                                   

                                   

 

 

                                 

                                    

 

 

問 15－２ あなたは、現在の仕事に就職するに当たって公共職業安定所（ハローワーク）

を利用しましたか。 

 

 

 

 

ア ある    問 15-１へ進んでください。 

イ ない    問 16 へ進んでください。 

ア 利用した   イ 利用していない    問 16 へ進んでください。 

ア 正規の従業員 

イ 非正規の従業員（パート・アルバイト） 

ウ 非正規の従業員（派遣社員、契約社員、嘱託、その他） 

エ 自営業主、家族従業者、内職 

オ 学生 

カ 就業していない 

ア 正規の従業員を希望したが、採用されなかったため 

イ 希望する条件（業種・職種、待遇等）で正規の従業員の求人がなかったため 

ウ 技術や資格等を習得するまでの一時的な就業であるため 

エ 色々な仕事を経験し、自分に合う仕事を見つけるため 

オ やりたいことのための自由な時間を確保するため 

カ 正規従業員の方が責任が大きいと思うため 

キ 仕事と家庭を両立させるため 

ク その他 
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問 15－３ あなたは、公共職業安定所（ハローワーク）で、どのようなサービスを利用 

しましたか。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪問 16 から問 22-２までは、男性で配偶者があり、６歳未満の子どもがいる方にお伺いし

ます≫ 

６ ６歳未満の子どもをもつ男性の育児・家事関連時間等について 

 国は、ワーク・ライフ・バランスを推進するため、６歳未満の子どもをもつ男性の育児・

家事関連時間を増やすための取組を行っています。これに関連して、あなたの育児・家事

関連時間等についてお伺いします。 

 

問 16 あなたの子どもは何歳ですか。全ての子どもの年齢に該当する選択肢に〇を付けて

ください。（複数回答可） 

 

 

 

問 17 あなたは、妻と子ども以外に同居している人はいますか。 

 

 

問 17－１ あなたが、妻と子ども以外で同居している人に〇を付けてください。（複数

回答可） 

 

 

 

問 18 あなたの妻の就業形態はどのようなものですか。 

 

 

 

 

 

ア  ０歳  イ １歳  ウ ２歳  エ ３歳  オ ４歳  カ ５歳 

キ ６歳以上 

ア いる  イ いない   問 18 へ進んでください。 

ア 父親  イ 母親  ウ 妻の父親  エ 妻の母親  オ その他 

ア 正規の従業員 

イ 非正規の従業員 

ウ 自営業主、家族従業者、内職 

エ 就業していない 

ア 求人の紹介 

イ 就職に関する相談（求人の紹介以外） 

ウ 就職等に関するセミナー等の受講 

エ 国や地方公共団体等が行う職業訓練の受講の紹介・斡旋 

オ 失業給付金等の受給 

カ その他 

 
 

問 19 平成 24 年３月のあなたが就業している日に、あなたが家事、介護、育児及び買い 

物に使った時間は１日当たりどのくらいでしたか。 

                          時間       分 

 

問 20 あなたは、家庭や育児・家事のあり方に関してどのようにお考えですか。該当する

ものに○を記入してください。 

区分 そう思う ややそう

思う 

あまりそう

思わない 

そ う 思

わない 

ア 夫は外で働き、妻は家庭を守るべ

きだと思う 

    

イ 家事や育児よりも自分の趣味や娯

楽を優先したい 

    

ウ 家事や育児よりも仕事を優先した

い 

    

 

問 21 あなたの職場の状況について、該当するものに○を記入してください。 

区分 当てはま

る 

やや当て

はまる 

あまり当て

はまらない 

当てはま

らない 

ア 今の職場は、年次有給休暇を取りや

すい雰囲気がある 

    

イ 今の職場は、プライベートより仕事

を優先させるのが当然という雰囲気

がある 

    

ウ 今の職場は、自分が子育て中である

ことについて理解がある 

    

エ 今の職場では、自分が仕事を休んだ

場合でも他の人が対応できる 

    

オ 自分では解決できない理由によっ

て、残業しなくてはならないことがあ

る 

    

カ 育児休業や子の看護休暇を取得し

たり、育児を理由に有給休暇を取得す

ると、自分の仕事への評価が下がるお

それがある 
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問 22 国（厚生労働省）は、平成 22 年６月、改正育児・介護休業法の施行に合わせて、育

児を積極的にする男性（「イクメン」）を応援する「イクメンプロジェクト」を開始して

います。 

「イクメン」とは、子育てを積極的に楽しみ、自分自身も成長する男性を指しますが、

あなたは知っていますか。 

 

 

 

 

 

問 22－１ あなたは、「イクメン」というあり方について、どう思いますか。 

 

 

 

 

 

 

問 22－２ 「イクメン」を知ったことにより、あなたの育児・家事関連時間に変化は

ありましたか。 

 

 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました。 

 

ア ことばも意味も知っている 

イ ことばは知っているが、意味は知らない  

 ウ ことばは知らない   

ア とても共感する 

イ 共感する 

ウ あまり共感しない 

エ 全く共感しない 

ア 増えた   イ 減った   ウ 変わらない    

問 22－１へ進んでください。 

問 22－２へ進んでください 

これで質問は終わりです。 

これで質問は終わりです。 
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統計分析（回帰分析）結果 
 

指標及び 
施策・事業 

統計分析（回帰分析）結果 

○ 労働時間等の課
題について労使が
話し合いの機会を
設けている割合 

① 事業所アンケート調査結果を基に、時間外労働の削減のための取組の実施に対し
て、労使間の話し合いの機会を設けていること、平均所定外労働時間数、企業全体
の従業員数等の影響を把握するため、ロジスティック回帰分析を実施 

時間外労働の削減のための取組に対し、ⅰ）労使間の話し合いの機会を設けてい
ること、ⅱ）平均所定外労働時間数、ⅲ）企業全体の従業員数は有意な正の影響あ
り 
この結果から、労使間の話し合いの機会を設けていることは、時間外労働の削減

のための取組につながるものと推察 
 
図表１ 時間外労働の削減のための取組に関するロジスティック回帰分析結果（N=1,416）

説明変数 標準回帰係数

労使間の話し合いの機会の整備  0.66208 *** 

平均所定外労働時間数  0.15962 ** 

企業全体の従業員数  0.68817 *** 

事業所における女性従業員数の割合  0.06364 

増収 -0.06619 

労働組合あり  0.06367 
（注）１ 当省の事業所アンケート調査結果による。 

２ 目的変数は、時間定外労働の削減のための取組（実施している場合は１、実施していな
い場合は０）とした 

３ 「*」の多さは、統計的な確からしさの度合いを示す。 
***：0.1％有意、**：１％有意、*：５％有意 

 
② 事業所アンケート調査結果を基に、年次有給休暇の取得促進のための取組の実施

に対して、労使間の話し合いの機会を設けていること、年次有給休暇取得率、企業
全体の従業員数等の影響を把握するため、ロジスティック回帰分析を実施 
年次有給休暇の取得促進のための取組に対し、ⅰ）労使間の話し合いの機会を設

けていること、ⅱ）年次有給休暇取得率、ⅲ）企業全体の従業員数は有意な正の影
響あり 
この結果から、労使間の話し合いの機会の設けていることは、年次有給休暇の取

得促進のための取組につながるものと推察 
 
図表２ 年次有給休暇の取得促進のための取組に関するロジスティック回帰分析結果

（N=1,349）

説明変数 標準回帰係数 

労使間の話し合いの機会の整備  0.71921 *** 

年次有給休暇取得率  0.39993 *** 

企業全体の従業員数  0.30528 ** 

事業所における女性従業員数の割合  0.12927 

増収  0.00521 

労働組合あり  0.02111 
（注）１ 当省の事業所アンケート調査結果による。 

２ 目的変数は、年次有給休暇の取得促進のための取組（実施している場合は１、実施して
いない場合は０）とした 

３ 「*」の多さは、統計的な確からしさの度合いを示す。 
***：0.1％有意、**：１％有意、*：５％有意 
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○ 年次有給休暇取
得率 

【施策・事業】 
  職場意識改善助成
金（厚生労働省） 

 
【施策・事業の概要】 
  職場意識改善助
成金は、年次有給休
暇の取得促進のた
めの措置、所定外労
働時間削減のため
の措置等を盛り込
んだ職場意識改善
に係る計画を作成
し、この計画に基づ
く措置を効果的に
実施した中小企業
事業主に対し助成 

 

○ 事業所アンケート調査結果等を基に、年次有給休暇取得率に対して、職場意識改
善助成金の受給、企業全体の従業員数等の影響を把握するため、ロジスティック回
帰分析を実施 
年次有給休暇の取得率に対し、年次有給休暇の取得促進のための取組の実施は有

意な正の影響あり 
この結果から、年次有給休暇の取得促進のための取組を実施することは、年次有

給休暇取得率の向上につながるものと推察 
なお、今回の分析では、年次有給休暇の取得率に対し、職場意識改善助成金の受

給は有意な影響はみられなかった。 
 
図表３ 年次有給休暇の取得率に関するロジスティック回帰分析結果    （N=1,355）

説明変数 標準回帰係数 

職場意識改善助成金の受給  0.03029  

年次有給休暇の取得促進のための取組を実施  0.25836 ***  

企業全体の従業員数  -0.02348  

労働組合あり 0.01550  

増収 0.02879  
（注）１ 当省の実地調査結果及び事業所アンケート調査結果による。 

２ 目的変数は年次有給休暇取得率 
３ 年次有給休暇の取得促進のための取組とは、ⅰ) 年次有給休暇の計画的付与制度の導入、

ⅱ) 年次有給休暇取得率の目標設定等をいう。 
４ 「*」の多さは、統計的な確からしさの度合いを示す。 

***：0.1％有意、**：１％有意、*：５％有意 
 

○ メンタルヘルス
ケアに関する措置
を受けられる職場
の割合 

【施策・事業】 
 メンタルヘルス
対策支援センター
事業（厚生労働省） 
 

【施策・事業の概要】 
  各都道府県にメ
ンタルヘルス対策
支援センターを設
置し、事業者、産業
医等からの相談へ
の対応、専門家によ
る個別事業場への
訪問支援等を実施 

 

○ 事業所アンケート調査結果を基に、メンタルヘルスケアに関する措置に対して、
メンタルヘルス対策支援センター事業の利用、メンタルヘルス不調による休職者の
割合等の影響を把握するため、ロジスティック回帰分析を実施 
メンタルヘルスケアに関する措置に対し、メンタルヘルス対策支援センター事業

の利用は有意な正の影響あり 
この結果から、メンタルヘルス対策支援センター事業を行うことは、メンタルヘ

ルスケアに関する措置を行う事業所の割合を向上させることにつながるものと推察
  
図表４ メンタルヘルスケアに関する措置に関するロジスティック回帰分析結果

(N=1,555)

説明変数 標準回帰係数 

メンタルヘルス対策支援センター事業の利用 0.30708**  

ポータルサイト「こころの耳」の利用  1.27148  

企業全体の従業員数  3.62480***  

所定外労働時間数  0.04933  

労働組合組織率  0.16254**  

メンタルヘルス不調による休職者の割合  0.21720*  
（注）１ 当省の事業所アンケート調査結果による。 

２ 目的変数は、メンタルヘルスケアに関する措置（措置している場合は１、措置していない
場合は０）とした。 

３ 「*」の多さは、統計的な確からしさの度合いを示す。 
***：0.1％有意、**：１％有意、*：５％有意 
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○ 自己啓発を実施
する労働者の割合 

【施策・事業】 
  職業能力の形成
支援に係る労働市
場のインフラ整備
（キャリア・コンサ
ルティング環境整
備）（厚生労働省） 

 
【施策・事業の概要】 

キャリア・コンサ
ルタントの普及方
法等の検討、キャリ
ア・コンサルタント
の指導者の養成、講
習の実施など 

 
 

○ 就業者アンケート結果を基に、自己啓発を実施していることに対して、キャリア・
コンサルティングを受けた経験等の影響を把握するため、ロジスティック回帰分析
を実施 
自己啓発を実施していることに対し、ⅰ）キャリア・コンサルティングを受けた

経験、ⅱ）性別、ⅲ）年収、ⅳ）就業形態、ⅴ）勤務先の自己啓発休暇又は自己啓
発の授業料補助制度は有意な正の影響あり 
この結果から、キャリア・コンサルティングを受ける労働者が増えることは自己

啓発を実施している労働者の割合を向上させることにつながるものと推察 
 
図表５ 自己啓発の実施に関するロジスティック回帰分析結果      (N=12,000)

説明変数 標準回帰係数 

キャリア・コンサルティングを受けた経験 0.23619*** 

年齢 0.03631 

性別（男性１、女性０） 0.05812*  

年収 0.05503*     

就業形態（正社員１、非正社員０） 0.09084*** 

住所地（東京都 23 区及び政令指定都市１、それ以外０） -0.01771 

勤務先の自己啓発休暇又は自己啓発の授業料補助制度 0.42649*** 
（注）１ 当省の就業者アンケート調査結果による。 

２ 目的変数は、自己啓発の実施（実施している場合は１、実施していない場合は０）とした。
３ 「*」の多さは、統計的な確からしさの度合いを示す。 

***：0.1％有意、**：１％有意、*：５％有意 
 

○ 第１子出産前後
の女性の継続就業
率 

【施策・事業】 
  都道府県労働局
における育児・介護
休業法に基づく育
児のための両立支
援制度に関する周
知・啓発、指導等の
取組（厚生労働省） 

 
【施策・事業の概要】 

 事業者に対し、次
世代育成支援対策
推進法に基づく一
般事業主行動計画
の 策 定 等 及 び 育
児・介護休業法に基
づく育児のための
両立支援制度（育児
休業制度等）等に関
する周知・啓発、指
導等の実施 
 

○ 事業所アンケート調査結果を基に、事業所における出産した女性の継続就業率に
対して、事業所で育児休業制度の規定があること、都道府県労働局からの育児・介
護休業法に基づく育児のための両立支援制度に関する支援（制度の周知や相談等）
を受けたことがあること等の影響を把握するため、ロジスティック回帰分析を実施
事業所における出産した女性の継続就業率に対し、ⅰ）事業所で育児休業制度の

規定があること、ⅱ）都道府県労働局からの育児・介護休業法に基づく育児のため
の両立支援制度に関する支援（制度の周知や相談等）を受けたことがあることは有
意な正の影響あり 
この結果から、育児休業制度の規定整備及び都道府県労働局からの支援は、出産

した女性の継続就業率の向上につながるものと推察 
 
図表６ 出産した女性従業員の継続就業率に関するロジスティック回帰分析結果（N=367）

説明変数 標準回帰係数 

育児休業制度の規定 0.386570 *** 

都道府県労働局からの育児・介護休業法に基づく育児のための両
立支援制度に関する支援（制度の周知や相談等） 0.531411 ** 

企業全体の従業員数 0.095241 

事業所の非正規女性従業員数の割合 -0.299554 * 

事業所の女性管理職員数の割合 -0.009496 
（注）１ 当省の事業所アンケート調査結果による。 

２ 目的変数は出産した女性従業員の継続就業率。なお、出産した女性従業員の継続就業率（p）
は、次式のとおり。 
・ 出産した女性従業員の継続就業率（p）= a/(a+b) 

a:平成 23 年度に出産し、24 年３月 31 日現在で勤務を継続している女性従業員（産後休
暇中、育児休業中で復職予定の者を含む。） 

b:平成 23 年度に妊娠・出産を理由に退職した女性従業員 
３ 「*」の多さは、統計的な確からしさの度合いを示す。 

***：0.1％有意、**：１％有意、*：５％有意 
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